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は じ め に

我が国の産業界 における情報化 は、企業内にとどま らず産業間を横断 的に網羅

した企業間 ネ ッ トワー クの構築へ と急速に進展 している。

最近で は、業界、業際 にまたが る企業間において、 これ までの書類 を中心 と し

た取引形態か らネ ッ トワー クを利用 したEDI(電 子 デー タ交換)へ の動 きが活

発化 して いる。 また、電子取 引は、企業系列を越え、業種 を越 え、そ して国境を

越えて グローバル に展開 されよ うと してい る。

電子取 引を 円滑に推進す るに当た っては、通信 プロ トコル、 ビジネスプロ トコ

ル等の各種 の取 り決めについての標準化 やルール化が必要不可欠であ るとと もに、

法的諸 問題 への対処 を検討 、整備す る必要がある。

当推進 セ ンターでは、昭和63年 度以降法律の専門家および企業等の実務家 によ

る 「電子取 引調査研究委員会」を設 けて、主に法的側面か ら電子取 引の実態把握

と問題の分析 、対策等の検討を行 ってきた。昨年度 は、主 に受発注業務 を対象 と

して、EDIに おける取 引契約を締結す る場合 に留意すべ き基本的な事項 や参考

となる契約文例 などを示 し、ペーパ ーベー スの取引 とEDIの 相違点 にっいて検

討 を行 い、 その成果を 「電子取 引契約条項作成の ポイ ン ト」 と して とりま とめた。

本年度 は、EDIに おける法律問題の重要 な論点 にっ いて企業実務家 サイ ドか

らの検証や国際比較 も加えつつ、更 に検討 を深めてゆ くことと し、 とりわ け、商

取引 に係 る帳票等のペ ーパー レス化の課題 を検討す ることと した。 そ こで この課

題 にっ いて は、諸外国の会計規則の動向を踏 まえて多角的な検討 を行 うとと もに、

我が国におけ る磁気 データ媒体の法的措置 に関す る問題点や取 引記録 と帳簿保存

の民 間で の負担実態を定量的 に調査するなど、今後の規 制緩和すべ き基本的な事

項 につ いて検討 を行 い、その成果を報告書 と して とりまとめた。

最後 に、本調査研究 の実施 にあた って ご協力を頂いた委員を は じめ、関係各位

に対 し、深 く感謝の意 を表す る。

平成6年3月

財団法人 日本情報処理開発協会

産 業 情 報 化 推 進 セ ン タ ー
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1.総 論

1.1商 取引に係 る帳票等の現状 と課題

商取引に係 る帳票等 の記録及 び保存 には磁気媒体が使用 されて いるのが一般的 な傾向で

ある。図1-1に 見 られ るよ うに、大部分の商取引は、取引 フ ァイルに入 力され 、取引先

との連絡 もコンピュータネ ッ トワー クを利用 したEDI(ElectronicDataInterchange:

電子デ ータ交換)、 磁気媒体 と してのテープ、 フロッピーディスクの交換 などが多 く行 わ

れ るようにな って きている。

図1-1商 取引に関わ る帳票等の現状

取引先

(

コンピュータネットワーク
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云計帳簿等
"、

＼ 」

また、会計の計算書類、会計帳簿(2.3.1を 参照の こと)な ど も、 ほとん どが これ らの取

引フ ァイルに一定 の コンピュータ処理 を行 って 出力データと して取 り出されてい る。

しか しなが ら、会計 ・税務処理に係 る帳簿書類の保存 に当た って は、磁気データ媒体 は、

その保存の対象 と しないというのが、現在 までの行政側の見解で ある。

その結果 、依然 と して大量の紙 の出力、交換、保存が行われて いる。代表的な例 を示す

と表1-1の よ うになる。 また、年 間発生す る帳票を5年 間保存 した場合の記憶媒体別の

コス ト比較 は表1-2に 示す通 りである。
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表1-1帳 票 の発生量 と保管 スペース

業 種 年間発生帳票枚数 5年 分保管 スペース

・大 手 ス ーパ ー

・大 手 石油 化 学 メーカー

・大 手電 子 部 品 メーか

・中 小 電子 部 品 メーか

6,000万 枚/年

240万 枚/年

300万 枚/年

100万 枚/年

約3,000坪

約120坪

約150坪

約50坪

(注)保 管スペース算出根拠:

年間発生帳票枚数×5年(法 人税法、消費税法による保存義務)/10万 枚/坪

=5年 分保管 スペ ース(坪)

但 し、5年 経過後 は、マイ クロ フィルムによ り保存を行 った場合 を想定。

表1-2帳 票を5年 間保存 した場合の記憶媒体別コス ト比較表

業 種 年間発生帳票枚数

年 間作成 コス ト及 び5年 分保管 コス ト

紙 マイ知 フィルム 磁気データ媒体

・大手 ス ーパ ー

・大手 石 油 化学 メーか

・大手 電 子 部 品 メーか

・中小電 子 部 品 メーか

6,000万 枚/年

240万 枚/年

300万 枚/年

100万 枚/年

15億 円

2.04億 円

2.55億 円

0.85億 円

3.26億 円

0.13億 円

0.16億 円

0.054億 円

150万 円

6万 円

7.5万 円

2.5万 円

(注)保 管 コス ト算出根拠:

・保管 コス トは、1坪 当た りの借料を月額2万5千 円と して試算。

・紙 による伝票作成 コス トは、10円/1枚 と して試算。

・マ イク ロフ ィル ムの作成 コス トを800円/1枚 、伝 票収 容量 を150枚/1フ ィッシ、

と し、保管量 は1坪 当た り10万 フィッシュと して試算。

・カー トリッジ型マイクロテープの伝票収容量を78万 枚/1本 と し、保管量 は1坪 当た

り80本 として試算。
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しか し、 これ らの帳票等は法的要請 により保存 され ている ものが大部分であ り、その実

体は、ほとん ど利用 されていない状況 となっている。

これ らの同数の帳票が、複数の取引先(仕 入先、卸 、商品 メーカー、顧 客、運送会社 な

ど)に5～10年 間分保存 されて いることを考え ると、森林資源の浪費、保管 費用の負担 は、

我が国経 済全体で見て 巨額 な もの となっている。

さ らに、紙ベー スによ る大量の帳票等の保存 は、実務的に は株主 及び債権者の保護を 目

的とする商法に規定 す る帳簿閲覧権等における特定取引の検索 作業を煩雑 な もの に してい

る。

この様 な現状 を速 やかに改善す るためには諸外国の動向(4.5諸 外国における会計 帳簿 等

の法制度を参照)も 踏 まえて、ペーパー レス化 に向けての規 制緩和 に取 り組む ことが望 ま

れ る。

なお、行政ベ ースで は、4.1諸官庁による磁気記録やマイ クロフィルム記録の法 的許容状

況に見 られ るよ うに行政事務の合理化のため、行政文書の磁気 フ ァイル化や届 出申請書類

等のフロ ッピー文書化 など、積極的にペーパー レス化への取 り組みが行われ始めて いる。

1.2取 引記録 と帳簿保存 の実態

現行の商法では、商業 帳簿及び営業に関す る重要書類を10年 間保存、また税法で は取 引

記録や法定帳簿類 を7年 間、納税地で保 存す ることを義務づけ られている。 そこで、本調

査研究で は、民 間企業で保存が義務づけ られている伝票や帳簿等の保存の 負担の実態 を定

量的に把握するための基礎デー タを得るために、平成6年1月 に株式上場企業を対 象 と し

て、ア ンケー ト調査を実施 した。

以下、取 引記録 と帳簿保存 に関す るア ンケー ト調査結果(4.6取 引記録 と帳簿保存 の実態

に関す る調査を参照)か らその概要を示す。

1.2.1保 存 スペ ー ス及 び保 存 費 用

(1)保存スペース(図1-2を 参照)

① ア ンケー ト調査の結果、帳簿 ・伝票類の保存のために上場企業 は1社 平均で274㎡ の

スペ ースを使用 して いることが明 らか とな った。

② 上場企業数2,138社 で は、合計586千 ㎡のスペースを帳簿 ・伝票類の保存のために使
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用 している事になる。 これ は東京 ドーム13個 分の面積 を都心(納 税地)で 使用 してい

る計算になる。

③ 業 種 別 で は 、特 に 証 券 ・保 険 ・リー ス ・ク レ ジ ッ ト業 界で1社 平 均1,300㎡ の保

存 スペースを使用 して おり、一般企業の平均274㎡ に対 し5倍 近 い保 存スペ ース確保の

負担を担 っている実態が明 らかとな った。またデパ ー ト・スーパー等 の小売業で も平

均424㎡ の保存 スペースを使用 してお り、一般企業に比べ50%以 上 の保存 スペースを必

要 と して い る。 な お 、 保 存 ス ペ ー ス の 最 大 値 は 保 険 業 のA社 で 、6,000㎡ と な って

い る 。

製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

サ ー ビス

平均

製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

サ ービス

図1-2業 種別平均 保存 スペ ース

1355

2601111111111‖ll1川ll1111111111111111‖111111川1

173

霧 纏懸'

珍物〉'㌘ 修 修 ・%

274

211

多, 影"

122

0 200 400

424

(1社 当 た り)

,修 彩㌘/%.zち1,305

1,200

水産 ・農林 ・鉱 業 ・建 設 ・食 品 ・繊維

化学 ・薬 品 ・石 油 ・ゴ ム ・ガ ラス ・鉄 鋼 ・非鉄 金属

機械 ・電気 ・造船 ・自動 車 ・印刷 ・精密機器 ・その他製造
デパ ー ト・スーパ ー ・そ の 他 小売

総 合 商社 ・専 門 商社 ・そ の 他 流通

証 券 ・保 険 ・リー ス ・ク レジ ッ ト ・その 他金 融

不 動 産 ・陸海空 輸 ・倉 庫 ・そ の他 サ ー ビス

注2東 京 ドーム ・建築床面積46千 ㎡(東 京 ドーム調べ)

1・400㎡

(2)保存 スペースの費用換算

① 帳簿 ・伝票類の保存のために上場企業が使用 している保存 スペー スを、3.3㎡当た り

東京25千 円/月 、地方15千 円/月(回 答企業平均23.4千 円)の 平均的なオ フィス賃貸

費用で換算す ると、1社 平均で年間23百 万円 も負担 している事 にな る。

(1社 平均274㎡ ÷3.3㎡ ×23.4千 円 ×12か 月=23,311千 円/年)
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② また上場企業2,138社 合計で は、年 間で492億 円 もの 巨費が帳簿書類の保存のため に

費や されている計算 にな る。

なお、保存 スペ ースの費用換算での最大値 も前述の保険業のA社 で、年間545百 万 円

の負担 とな ってい る。

(3)書類保存の専門企業への委託費用(図1-3を 参照)

① 近年、倉庫会社 や運送会社 が企業の帳簿書類を保存す る事業を展開 して いる。

本調査では30%の 企業が1社 平均で年間6百 万 円の費用を支払 って専門企業へ保存

を委託 してい る。

② 上場企業2,138社 の合計で は、年 間で128億 円が帳簿書類の外部保存の ために費やさ

れて いる計算 になる。

③ 業種別では前項 と同様 に、証券 ・保険 ・リース ・クレジ ッ ト業界で1社 平均72百 万

円の保存委託費用を負担 してお り、一般企業の平均6百 万円に比べ12倍 もの高負担 で

あ る。

なお、外部保存委託費用の最大値 は保険業のB社 で、年間429百 万 円となっている。
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(4)上場企業が帳簿書類 の保存のために負担 して いる総費用(図1-4を 参照)

以上を合計す ると、上場企業 は自社内で1社 平均274㎡ 金額換算年間23百 万 円の保存 スペ

ースを負担 し、 さ らに社外 の専門企業に1社 平均6百 万円の費用 を支払 って帳簿書類の保

存を委託 している実態が明 らかとな った。 これ らの費用を合算す ると1社 平均年間29百 万

円、上場企業2,138社 の総計で は年 間620億 円が帳簿書類の保存のため に費や されて いる事

にな る。

なお、総 費用の最大値 は前述の保険業B社 で 、年間702百 万 円とな っている。
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証 券 ・保 険 ・リー ス ・ク レ ジ ッ ト ・そ の他 金 融

不 動産 ・陸海 空 輸 ・倉庫 ・その 他 サ ー ビス

1.2.2EDlで の 取 引 記 録保 存
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(百万 円)

我 が国の現行税法で は、企業間での電子データ交換(EDI)で の取引記録 にっいて も

磁気 記録 による保存 を認めて いないため に、あ くまで もペ ーパーに出力 して保存す る事 が

必要 とされている。

(1)上場企業でのEDIの 利用状況

40%の 企業が利用 してい る。特 に製造業 と流通 業(商 社)で は50%の 企業がすで にED
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1を 活用 して いる。製造 業では関連部品メーカーや販売会社 との受発注のため にEDIの

利用が進んで いるもの と思 われ る。

(2)EDI利 用企業の取 引記録の保存方法

EDI利 用企業の91%が 現行税法の規制のために取 引記録をペーパーで出力 して いる。

またCOM(コ ンピュータ情報を直接、高縮率のマイ クロフィルムへ出力)に よる保 存は

利用企業の7%、 光 デ ィス クによる記録 は5%に とどま って いる。

なお、磁気記録で保存 と回答 した企業が39%あ るが、 これ はペーパ ー出力 と並行 して磁

気記録で も保存 して いる意味 と解 され る。

(3)EDIを 利用 して いない理由

EDIを 利用 して いな い企業にその理 由を質問 した ところ、取 引記録をペーパ ーに出力

して保存す る事が必要 で メ リッ トが少ないと回答 した企業が24%、 税法で明確 に許容 され

て いない事を理由 とす る企 業が17%、EDI自 体の必要性が少 ない企業が73%と な って い

る。
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1.3ペ ーパ ーレス化に向けての規制緩和 の提言

1.3.1磁 気データ媒体 による保存

国連 国際商取引法委員会(UNCITRAL)の 提言内容や先進諸国(米 、独、英、仏等)の 会計

規則の状況 か ら判断 し、我が国において も証愚書類や会計 の計算書類、会計 帳簿 について、

事業者が磁気 データ媒体 による保 存を も選択で きるよ う、省令改正や通達な どによ り弾力

的な運用を図 る必要がある。

保存 された磁気 データ媒体を利用で きるよ うなEDPシ ステムが構築 され た場合は、一

定条件 に合致す るものの検索等が非常 に容易 とな り、商法の帳簿 閲覧権等 による調査 、税

法 による税務調査 において、 これ らの調査の 目的を迅速かつ正確 に達成す るに資す る保存

体制 といえ る。

特 に、税務 当局が要求 してい る磁気 ファイルか ら出力 したハ ー ドコピーの保存義務 にっ

いては、事業者負担の軽減(作 成 コス ト、保管 スペース等)、 森林資源 の保護等の観点か

らペーパ ー レス化 を早急 に進めて い く必要 がある。

1.3.2標 準 フォーマ ッ ト等 の規定

EDI、 テープ交換等を前提 と した取 引形態が近年急速 に進展 して いるが、EDIや テ

ープ交換 によ る取引データにつ いては現段階で も十分 にペーパ ー レス化が可能であ り、そ

の実現 のためには、その取 引の全てが明確に確定で きるような標準 フォーマ ッ ト等 を規定

す る必要があ る。

また、会計帳簿 、計算書類 にっ いて もペーパ ー レス保存を行 う場合 には、その標準 テキ

ス トファイルを明確 に規定す る必要が ある。

1.3.3見 読可能性の確保

取 引記録や会計帳簿等の磁気 デー タ媒 体に関 しては、税務 当局側 の調査 に対 し、迅速 に

対応で きるように税務 当局が要求す る見読可能 な期間を明確化 す るとともに、CRT画 面

によ るデータ検索 など運用面 における省力化のツールにつ いて も検討 す る必要が ある。

8



1.3.4原 本 と しての書類(ペ ーパー)を 前提 と した取引に対するマイクロフ ィルム等の

保存許容期間の拡大

原本 と しての書類(ペ ーパー)を 前提 と している取引記録(証 愚書類)に っいて は、当

初 よりペーパ ー レス化を進め ることは不可能であり、紙 による原本 の保存を要請 して いる

諸制度の見直 しを図 ると同時に、当分の間 は経過措置 として、現在 限定的 に容認 されてい

るマイ クロフィルム等 による保存期間の拡大を図 るよ うに規制を緩和す る。原本 につ いて

も、その保存期間の短縮、納税地以外での保存の許容等で きる限 り規制 を緩和す る必要が

ある。

1.3.5弱 者保護への取 り組 み

磁気データ媒体による記録保存 を容認す る際には、弱者保護の観点か らも保存の要件を

十分 に考慮す る必要があ る。特 に、商取引において弱 い立場に置かれ る者の保護 について

は十分に検討 し、社会的要請を踏 まえて弾力的 な運用を行え るよ うな記録保存の要件設定

を行 う必要があ る。

1.4ま とめ

森林資源、保管、運送資源等 の経済的浪費の節減を図 るとともに、国際的に諸外国 との

調整を図 った商取 引を円滑に行 うため に も商取引に係 る帳票等 のペ ーパ ー レス化 に対す る

規制緩和 に早急に取 り組むのが望 ま しい。
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2.提 言の論拠

2.1国 連国際商取引法委員会(UNClTRAL)

国連の国際商取引法委員会で は、 コンピュータを利用 した国際間の商取引を円滑かつ安

定 した ものにす るため、各国間における法制度 の相違、あ るいは各国間の コ ンピュータ利

用 の範囲や程度の相違を踏 まえた上で、 コンピュータ利用 を前提 とした法規定 を設定 して

いる。

1985年6月 にコ ンピュータ記録 の法的価値 について各国に質問状 を出 し、その回答内容

を含んだ報告書 「コ ンピュー タ記録 の法的価値」を作成 し、各 国政府へ勧告 を して いる。

1992年6月 にはEFTシ ステムを利用 した国際振込が多 くな って きてい ることか ら 「国

際振込 に関す るUNCITRALモ デル法」が設定 されて いる。

更 に、1993年10月 には、 コン ピュータを利用 した各国間の 商取 引を対 象 と した 「国際取

引におけるEDI等 に関す る統一規則」を設定す るため作業 中で ある。

この ような国連国際商取 引法委員会の提言内容 を見 ると、国 内法 において も整備 してお

くのが望ま しい事項 があ り、検討すべ き時期が きてい ると思われ る。

2.1.1コ ンピュータ記録 の法 的価値

(1)各 国政府への勧告

従来の紙ベースによ る国際取 引書類の作成に関す る法規制 は、 コンピュータ利用が正当

化 され るよ うな分野 において、法制度の不完全性を露呈 した り、 コ ンピュータの効率的な

利 用の障害 とな って きて いる。一方、国際取 引において コ ンピュータが広範囲 に利 用 され、

コンピュータな しで は国際取引 は不可能 とな っている。各国 はかか る状況 を反映 した法整

備 が必要である とい う結論を本報告書 は打ち出 している。

紙 ベースの書類 と同様の信頼性 を提供す るようなコ ンピュー タの利用 を促進す る必要性

を配慮 しっっ、多 くの法制度にお いて現行法規制をコ ンピュー タ利用の発展のために適 合

させ る必要性か ら、以 下の ような勧告 を している。

① 以下の 目的のために、法廷 での コンピュータ記録 の証拠採用 を阻害す る法規則 の見直

しを検討す る。

・コ ンピュータ記録 を証拠 と して認定す る際の不必要 な障害の除去

・法規則 と情報技術 との調和の確保
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・コンピュータ記録に記載 されてい るデータの信頼性 にっいて、法廷が評価 を下せ るよ

うな適切な方法の提供

② 取引書類 または取引関連書類が紙ベ ースの書類である必要があ るとす る法規則の見直

しを検討 し、適当と認め られ る場合 にはデータが コンピュータで読み取 り可能な形態で

記録 され伝達 されることを認あ ることを要望す る。

③ 取 引書類または取 引関連書類には手書 きの署名 または他の紙ベ ースの真性証明が必要

であ るとす る法規則の見直 しを検討 し、適 当と認め られ る場合 には電子的な方法による

真性証明を認 めることを要望す る。

④ 政府機関に提 出され る書類 は書面かっ手書 きの署名が必要 であるとす る法規則の見直

しを検討す る。

(2)UNCITRALが 行 ったア ンケー トに対す る日本の回答の要約

日本では、現在 までは上 記に対応す るよ うな法規則の設定 ・改正は行われてお らず、 ご

く限 られた対応 とな って いる。 また、 日本 はア ンケー トに対 して次のよ うな回答 を行 って

い る。

・コ ンピュータで読み取 り可能 な形で保存 されたデータは、全て その形式にかかわ らず法

廷 において証拠 と して認 め られ る。

・法廷に提出するプ リン トア ウ トは取引の コンピュータ記 録が作成 され た時のプ リン トア

ウ トあ るいは訴訟手続 のために作成 されたプ リン トアウ トのいず れで もよい。

・コ ンピュータで読み取 り可能な形で保存 されている記録 の証拠 価値 は、その場 その場 の

状況 に応 じて法廷で決定 され る。

・署名が法令 または他の規則で要求 されている場合には紙ベ ースの真性証 明 しか認めない。

しか し、民事訴訟法上で は要求 されてお らず、刑事訴訟法上 にお いて も取 引記録 を証拠

と して採用す る場合 に当該記録への作成者の署名 は法律上要求 されていない。

・企業が商法上保管す ることを義務付 け られている取引記録 につ いて、 コンピュータで読

み取 り可能な形での保存 に関 しての明文化 された規定はない。

2.1.2国 際振 込 に関す る モ デ ル法

国 際振込 につ いて は、 現 在CHIPS(ClearingHouseInterbankPaymentsSystem)、

Fedwire等 のEFT(ElectronicFundsTransfer)シ ス テ ムが利 用 され て い る。 こ

の よ うに、従 来 の紙 ベ ー スの 取 引 か ら コ ン ピュー タを使 用 した 取 引 が 主体 とな って きた こ
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とか ら、 コ ンピュータ等 を利用 した電子化 されたメ ッセー ジ交換 によ る振込によ って生ず

る新たな問題に対処 す るために、 この規定が設定 されてい る。

本規定の うち コンピュータ取 引を配慮 した規定の趣 旨にっ いて は、4.3国際振込に関す る

モデル法を参照 され たい。

2.1.3国 際取引 におけるEDl等 に関す る統一規則

この規則は、送信人 と受信人が異な る国の間で交わ され た電子 データに限定 し、国際取

引の利 害に関係す る電子データの交換 と保存及 び交換または保存か ら発生す る権利 と義務

を対象 としてお り、消費者保護 は対象 と していない。

現在 、次の ような事項が検討中であ り、規則 に盛 り込 まれ る予定 である(4.4国 際取引 に

おけるEDI等 に関す る統一規則を参照)。

① この規則では、国際取引におけるEDIメ ッセー ジ(伝 達 され るメ ッセー ジに限 らず、

当事者で保存 され るメ ッセー ジも含む)を 対象と してい る。 しか し、不動産売 買のよ

うな公的登録 を要す る取引は対象 と して いない。

②EDI取 引における当事者 間の合意 を原則 と し、契約実体法 には踏み込 まない予定で

あ る。法規 によ り書面が要求 されている場 合の書面性 の要件 を機能面か ら定義 し、規

定 しよ うと して いる。

③ メ ッセー ジの認証のための具体 的手続 きにつ いては、署名 にお ける機能面 か ら規定す

る予定であ る。認証手続 は当事者間の合意 で決あ られ るが、 メ ッセー ジの有効性 は合

理的 な認証手続 か ら判断 され る。

④ 当事者の合意に係 わる原本性 の有効性 は、 当事者 自治の見地か ら有効性 は認め られ る

が、第三者 や裁判所を拘束できないので、原本性を満たすための要件 を規定 しよ うと

してい る。

⑤EDIメ ッセー ジの許容性及び証拠価値の問題 は国内法 に委ね、証拠能力の評価 につ

いては規定す る予定である。

⑥電子的記録方法で保存 されたEDIメ ッセー ジが紙ベ ースの書類等の方法により保存

された記録 と等価 値 とみな され るための要件を規定す る予定 であ るが、保存対象デー

タとその 目的等 は国内法に委ね ることに して いる。
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2.2諸 外国における会計帳簿等の法制度

我が国で は、現行の商法及 び税法においては、その作成を義務付 けてい る会計帳簿等 の

保存期間については明文化 された規定 はあ るが、その保存形態にっ いて は、現行法の解釈

では原則 として 「紙ベ ースによる書類 しか認めない」 とされ、一定期間経過 した もの に限

りマイ クロフィルムによる保存を も認 め、今 日に至 って いる。

ところが、近年、 コンピュータテ クノロジーの進展 により多数の企業 において コ ンピュ

ータを利用 した会計 システム(EDP会 計 システ ム)が 導入 され、 その会計帳簿等 も従前

のよ うな手書 きの ものか ら、プ リン トアウ トされ たハー ドコピーが一般的にな っている。

そ こで、 このプ リン トア ウ トされたハ ー ドコピーによる会計帳簿等 は 「紙によ る書面」

と同一 なもの と解釈す る ものなのか、または、現行法が制定された時点で はこの ような会

計 システム及び会計帳簿等 は想定 していなか った ものなのかは明 らかではないが、手順 と

して は磁気 ファイル より出力プログラムを介 して プ リントアウ トされた ものであるか ら、

会計帳簿等の保存 として はプ リン トアウ トの対象 とな った磁気 ファイルの保存 とい う形態

も当然 に考え られ るであ ろ う。 、

この点につ いて、諸外国 においてはEDP会 計 システムの進展に鑑 みて、その現行の実

務を明文を もって承認 している。(表2-1を 参照)
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表2-1諸 外国における磁気記録の明文化

国 別 法 令 規 定 内 容

ア メ リカ 模範事業会社法 会社は、その記録を書面または相当な期間内に書面にす

(第16.01条) ることがで きる他の形態で保存 しなければ な らな い。

(1967年) 以下の州法で も同様に規定 されて いる。
・デラウエアー州 一 般 会 社法(第224条)

・カリフォルニア州 一 般 会社 法(第1500条)

・二・一ヨーク州事 業 会 社 法(第624条)

内国歳入庁裁定 会計取引及び諸記録の記録のためにADPシ ステムに使

71-20 用 され るパ ンチカー ド、磁気テ ープ、ディス ク等の機械

(1971年) 感知 デー タ媒 体 は、 内国 歳 入法 第6001条 及 び 同 規 則

1.6001-1で 規 定 す る"諸 記 録"に 当 た る。

ドイ ツ 商法典 商業帳簿及びその他の必要な記録は、証愚の整然とした

(第239条 ④) 保存 とい う形を とることもで き、 またはそのその簿記 の

(1977年) 形式が正規の簿記の諸原則に適合するものである限りデ
一タ媒体によって これ を行 うこともで きる

。

租税基本法 商法典第239条 と同一内容

(第146条)

イギ リス 会社法 装丁帳簿以外の方法で、名簿その他の記録を保存する場

(第723条 ①) 合 には、 これを書面 にす ることができるな らば、書面以

外の方法によることがで きる。

フ ラ ンス 商法典に関する EDP書 類は仕訳帳及び財産 目録簿の代用とすることが

デ ク レ83-1020 で きる。

(第2条 ③)

(1983年)

租税一般法 EDPシ ステムを使 って記帳 を行 って いる場合 には、分

(第54条) 析 ・プログラム及 びオペ レー シ ョンに関す る書類 の調査

を も行 う。

この よ うに諸外 国で は、EDP会 計 システムの実務 を明文 を もって承認 して いるが、一

方 では磁気 ファイルが直接見読不可能 な ものであ ることか ら、 その保存の要件 も明 らか に

している。

その意 図す る ところは、EDP会 計 システムの導入形態 は企業によ り千差万別であ るが

第三者が調査で きるか ど うか は、速やかに これを書面 にす ることがで きるか どうかにかか

って いるので、 この ことをその要件 と した。(表2-2を 参照)
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表2-2諸 外国における磁気記録の保存の要件

国 別 法 令 規 定 内 容

ア メ リカ 模範事業会社法 相当な期間内に書面にすることができる形態で保存する

(16.01条) o

内国歳入庁歳入 基本的記録要件の ガイ ドライ ンを示 して いる。

手 続(86-19)

ドイツ 商法典 ・正規の簿記の諸原則に適合するもの

(第239条) ・保存期 間中は利用可能 であ り、かつ、相 当の期間内で

(第257条) あればいっでも見読可能であるもの。

租税基本法通達 電子帳簿簿記の分野における簿記の適正性を効果あるも

「正規の電子帳 の とすべ く、そのガイ ドライ ンを示 して いる。

簿簿記の原則」

(1978年)

イギ リス 会社法 ・それ を書面 にす ることがで きるもの

(第722条) ・偽造防止及び偽造発見のための適切な予防措置を講 じ

(第723条) ること

フラ ンス 商法典に関する 書面として作成後直ちに表題、番号及び日付を付する

デ ク レ83-1020

(第2条)

しか るに、我が国の場合 もコンピュータの導入形態 にっ いては、 ここに掲げた諸外 国 と

大差 はな く、またコンピュータ利用 は記帳作業の効率化及 び経済化 に大 き く寄与 してお り、

その会計帳簿等 の磁気 フ ァイル化 も必然 的な もの とな って いる。

現行の プ リン トアウ トによるハー ドコ ピーの要求 は、む しろ非効率 で非経済 な作業 とな

ってお り、多 くの保存スペース及び コス トを強いる こととな って いる。

したが って、我が国 も諸外 国にお いてEDP会 計 システムの進展 とともに法 的措置が な

された経緯 を踏 まえて検討すべ き時期が きて いる。

2.3磁 気記録 の原本性

2.3.1会 計帳簿

手計算 システムにおいて は、会計情 報か ら計算書類(決 算関係=書類)を 作成す る技術 と

して は複式簿記が採用 されていた。具体的方法 として は、会計情報を 日付順 に帳簿(仕 訳

帳)に 記録 し、 これを科 目別の帳簿(元 帳)に 転記 し、集計す るとい う方法 によ り計算書
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類 を作成 していた(伝 票会計 も基本的 に同 じである)。

仕訳 に より確定 した会計情報 を帳簿 に記録 した ものが会計帳簿 であ る。手計算 による転

記 と集計 の作 業のためには、帳簿への記録 が不可避であ った。 このため、手計算 システム

において は、会計 帳簿は、計算書類作成 のために必要不可欠な ものであ ると共 に、計算書

類 を作成 した後 に結 果的に必ず残 るものであ った。 また、会計帳簿があれば、転記、集計の

作業 を繰 り返す ことによ り、計算書類 は何度で も作成 で きる ものであ った。

EDP会 計 システムにおいては、仕訳 は手計算 システムと同様 に必要 であ るが、仕訳後

の会計情報 は、磁気記録 フ ァイル として システムの中に存在 し、編集 プ ログラムによ って、

計算書類 が作成 され ることになる。

EDP会 計 システムか ら出力され る帳簿類 は、 ファイル上の会計情報 を二次加工 した も

ので あ り、会計情報 の コピー と考え るべ きものであ る。

したが って、EDP会 計 システムを採用 して いる会社 における会計帳簿 とは、EDPシ

ステム内に存在す る磁気 ファイルが原本で あると考え られ る。

2.3.2証 懸書類

EDI取 引の他、磁気データのバ ッチ伝送、 またはテープ、ディス ク等の媒体の送付に

よ り行われて いる取 引において も、磁気記録以外に、後 日、取引先か ら印鑑等 を押 した紙

の書面が送 られて くることとされ、 トラブル等 が発生 した ときには、磁気 記録で はな く、

この紙の書面を証 書 とす ることが約定 されてい るよ うな場合 には、 この紙 の書面が証愚書

類であ り、磁気記 録 は紙 の書面か らの入力を省 略す るための便宜的方法に過 ぎな いことに

な るであろ う。

一 方
、取 引先 の印鑑付 の書面の発行が廃止 されてい る場合 には、磁気記録 が取引の証愚

の原本 とな り得 るであろ う。会社が受け取 った磁気記録 か ら自 らの プログラムを使 って紙

へ出力 してい る書面 や、従来の慣行 と して、単 に送付 して いる紙 の出力書面 は、原本た る

磁気記録 の コピーに過 ぎないと考え られる。

したが って、磁気記録が証愚の原本である取 引について は、磁気記録 をその まま保存す

ることが望 ま しいと考え る。
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3.ペ ーパ ー レス化への具体的手順

3.1計 算書類作成 のためのシステムと保存のための システムの分離

会社 は公正 な る会計慣行 に基づいて適法な計算書類 を作成す る必要が ある。具体的には、

会計 帳簿を基礎 と した計算書類の適法性を検証す る会計監査が重要 となる。

すなわ ち、EDPシ ステムか ら作成 され る計算書類の妥当性 を検証す るためには、会 計

情報 の磁気 ファイルだけで はな く、 システム全体の妥 当性を検 証す る必要が ある。

システム上 におけ る会計帳簿を考えてみ ると、 システム内には様 々なフ ァイルがあ るの

で、 これ らのフ ァイルを含めた システム全体の妥当性 を検証 した ことを もって、会計帳簿

の妥 当性(不 実記載、記載漏れの有無、計算書類 との合致)を 検証で きるといえ る。

したが って、計算書類を作 成す る根拠 としての会計帳簿の内容 にっ いて は、会計情報 に

関す る磁気 フ ァイルを含む システム全体 と考え るべき ものであ り、その適法性の判断 につ

いて は現在で も会計監査人、監査役の判断 に委ね られて いる。

次 に、商法、税法の後 日実施 され る調査の対象 としての会計帳簿 を考えた場合には、帳

簿書類の保存が重要 な問題 となる。

これ らの調査 目的の主眼は、特定の取 引及び証愚を査閲す ることにあ ると考 え られ る。

この 目的を達成 す るためには、計算書類 を作成す るために必要 とされた複雑 な システムは

不要 とな る。 む しろ、必要 なのは、必要 とす る調査対象の取引及 び証愚の検索 が容易 に行

え ることであ る。

この ような 目的を達成す るために保存すべ きEDPシ ステ ム(以 下 、保存 システムとい

う)は 、会社のEDP会 計 システム とは別の システム として、構築す る ことが望 まれ る。

すなわち、EDP会 計 システ ムか ら計算書類 を作成す る場合に は、計算書類の承認後 は、

保 存 システムの みを保存す ることを提案す る。

保存 システムと計算書類の整合性 は、会計監査人及 び監査役が商法監査の一環 と して検

証 す ることと して、 その様式(フ ォーマ ッ ト、記載事項等、証愚書類 との対応等の システ

ムの概要等)を 、公表す ることとす る。(例 えば、附属明細書への記載事項及 び青色申告

承認 申請書への記載事項 とす る。)

また、 この制度 を よ り担保す るためには保存 システムの保守、改鼠の防止等 の検証 を、

システム監査人 の監査 によ って保証す ることも考 え られる。 あるいは、一 つの提案 と して

調査監査当局 が、申告 時に磁気媒体 による帳簿書類の提 出を要請す ることもあ り得 る。
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3.2保 存 システムの具体 的内容

ペーパー レス化への取組 を大 き く分 けると、以下の三 点を考慮す る必要があ る。

・取引帳票等のペーパ ー レス化

・計算書 類、会計帳簿のペーパ ー レス化

・検査、監査可能性

3.2.1取 引帳票等のペーパー レス化

(1)磁 気媒体が原本にな り得 る場 合

取引帳票(証 愚を含む)等 にっいては、何を もって法 的、会計的 な原本 と考え るかに

よ って、その取扱 いを変えるのが望 ま しい。図2-1に 示すよ うに磁気媒体のみ によ っ

て取引を行 うことがで きる場 合(す なわち、磁気媒体に原本性がある場合)に は以下の

諸点 に留意す る必要があ る。

・情報 ・通信 ネ ッ トワー クによ ってEDI(全 銀 システ ムによるEFTな ども含む)が

行われている場合には、標 準的 なヘ ッダー部分(企 業間でデータ交換す る場 合の基本

的なメ ッセー ジ項 目)に 最低限、税務調査、会計監査等か ら見て必要 な項 目を記録す

る必要があ る。

・このヘ ッダー部分は、標準 フォーマ ッ トフ ァイル と して必ず保存 し、調査 、監査等か

ら出力の要請があ った場合 には、所定 の期間内に出力す る。

・ペーパー レス化の前提 と して、調 査監 査当局 との アグ リーメ ン トベー スによ り設定す

るか または標準的に定め られた期間内に見読可能 な資料 の出力を保証 す る環境を設定

すること。

・標準的 なヘ ッダー部分 について は、それぞれの業界 ごとに標準を定め る ことが考 え ら

れ る。 ただ し、国際標準 との整合性 も十分 に考慮 する こと。

・ヘ ッダー部分には、取 引発生 日時 を示 す タイムスタンプを付す と同時 に、相手方の標

準登録番号を付す必要 がある。国内、国際的 な番号設定 を行 うためには、個人及び法

人のユニー クな番号を登録管理す る必要があると考え られ る。

・テープ、 フロ ッピーな どの磁気媒体の交換が行われてい る場合 も基本的 にEDI取 引

において定め られた要件を カバ ーす る必要がある と考え られる。
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図2-1取 引帳票等のペーパ ー レス化
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(2)紙 が原本で ある場合

磁気媒体 による交換の有無 にかかわ らず当事者間において紙が原本 であると決 めた場

合には、基本的 に紙が証愚の原本 となる。

原本が紙の証 愚類であ る場合については、後 日実施 され る調査の際の証拠力の問題か

ら、紙の原本を保 存すべ きとす る要請が考え られ る。 しか し、現在商法上 は4年 目以降、

法人税、消費税法上 は6年 目以降 、マイ クロフィルムによるコピーでの保存が認め られ
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てお り、また、 コピー した ものを保存 システムと連携す ることによ り検索が容易化で き

るとい う後 日実施 される調査での利便性が考え られ る。

これ らの点か ら、暫定的 に①COM、 光 デ ィスク、または画像情報 と して磁気記録等

によるコピー としての保存(原 本廃棄)を 認 める期 間の早期化、または、② これ らの コ

ピーを納税 地へ保存すれば原本 は、納 税地以外での保存 を認め る等の改善 を図るべ きで

ある。

3.2.2計 算書類 ・会計帳簿のペーパー レス化

計算書類 、会計帳簿作成の コンピュー タ化 は広 く行われてい るところで あ り、そのペ ー

パ ー レス化 の新 たな基準 を設定す ることは、かえ って混乱を もた らす恐れ はある ものの、

比較的簡単な情報技術を用 いることによ ってペ ーパー レス化を実現す る方法 を ここで提案

した。

計算書類、会計帳簿などを出力す るときに必ず 出力ペー ジイメージのテキ ス トデータを

作成 して いるはずである。 このデータを標準的なテキス トファイル として保存 し、検査、

監 査などの要請があるときには、あ らか じめ定め られた期 間内に出力す ることを要請す る

ものである。 この方法を示す と図2-2の よ うになる。

すなわち、外部か らの取 引帳票等の取 り込み と、ペーパ ー レス社内取 引の入出力によ り

取引 ファイルが作成され、それ らの集 積デー タと しての データベース等 を用 いて計算書類、

会計帳簿な どが 出力され る。

それ らの過程の評価 は省略す ると して も、現行のハー ドコピーに出力 されている もの と

同等の イメー ジを持つ磁気 媒体 によ る標準テキス トフ ァイルを残す ことが必要で ある。ま

た、それ らの明細か ら取引事象を追跡で きるタイムスタ ンプ、相手先 口座番号 などの付 さ

れた取 引フ ァイルの記録を示す内容が、標準テキス トフ ァイル(出 力時 には会計帳簿)に

示 される ことが必要であると考える。
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図2-2計 算 書 類 、会 計 帳 簿の ペ ーパ ー レス化

標 準

フォーマット

取 引

ファイル

取 引
帳票

データベース

等

ペ ーパ ー レス

社 内取 引

標 準

テキス1

ファイル

・必要な時 に出力

保存 システム

3.2.3検 査 ・監査可能性

検査、監査可能性 にっいては、基本的 には、出力の要請があ った場合 に速 やか に、当初

の約束の期間内に出力で きるな らば実務的に問題 はない。

しか し、検査、監査の効率性 を考えるならば、簡単 な操作で調査担 当者が異常な検出項

目をマ ッチ ングなどによ って取 り出せることが望 ましい。

そのためには、標準テキス トフ ォーマ ッ トにより簡単にデータ抽 出加工がで きるパ ソコ

ン、オ フ コンベースの ツールが必要 とな る。

また、EDIな どの標準 フ ォーマ ッ トファイルか らの抽 出、分析のため に も同様の標準

的な ソフ ト、ハ ー ドが用意 され るのが望 ましい。

なお、紙が原本であ る場合で も検査、監査の容易性の観点 より、将来的 には磁気媒体 に

よ る保存 とす るのが望 ま しいと考え られ る。税務調査の場合 には、大型 コ ンピュー タを利

用 する ことによって取 引先相互間のデータをマ ッチ ングす ることがで き、容易に不 当な取

引を抽 出す る ことも可能であ る。
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4.参 考 資 料





4.1諸 官庁 による磁気記録やマイク ロフ ィルム記録の法的許容状況

平成5年6月 現在

対 象 資 料 基本法 担当官署 許容通達 ・告示内容 許 容 内 容

【磁気ファイルで作成保存す る公文書】
1.特 許 原 簿 特許法 特許庁 昭和39年7月4日 特許原簿はその全部又は一部を磁気テープを

法改正 もって調製す ることがで きる。

2.住 民 票 住民基 自治省 昭和60年6月25日 市町村長は政令で定める方法で住民票を磁
本台帳 法改正 気テーア(又はこれに準ず る方式)で 調製す る

こ とが で き る。

3.学 齢 簿 学校教 文部省 昭和61年5月27日 市町村の教育委員会は学齢簿を磁気テープ(又
育法 政令改正 はこれに準ず る方式)で 調製することがで

き る 。

4.登 記 簿 不動産 法務省 昭和63年6月ll日 登記所で登記業務をコンピュータ化す ることに合
登記法 法改正 わ せ て 、 登 記 簿 は磁 気 ディスクや 光 ディスクを も っ

て調製することができる。
【磁気ファイルで作成提出す る公文書】
5.法 定調書 所得税 大蔵省 昭和62年10月27日 源泉徴収義務者が提出を義務づけられてい

法 国税庁 大蔵省令改正 る源泉徴収票その他の法定調書を、税務署
長の承認を受けて磁気テープにより提出する
こ とが で き る。

6.建 築申請に関す 建築基 建設省 平成5年1月26日 建築計画概要書などの建築申請に関する居
る各種の届出書類 準法 建設省令第1号 出 書 類 ・図 面 を3イ ンチ/5イ ンチ の フロッピー ディスク

を フロッピー デ杁 クで 申 で提出することを認めた。

請

7.特 許 出 願 を フロッピ 工業所 特許庁 平成2年6月13日 特 許 出願 手 続 きを フ田 ピーディスク の 提 出 、 また
一デ枢 ク の 提 出 ま た 有権に 法律制定 は特許庁のコンピュータと電気通信回線で接続 さ
はわ ライン で 行 う こ 関する れている入出力装置(端 末)か らの入力に
とが で き る。 手続等 より行 うことができる。

の特例
に関す
る法律

8.輸 出入の税関手 航空運 大蔵省 昭和52年法律制定 航空貨物の輸出入の税関手続(申 告、簡易
続 を オンライン で 行 う 送貨物 審査、許可など)を 専用端末機で行うこと
こ と が で き る。 の税関 が で き る。

手続等
の特例
に関す
る法律

【マイクロフィルムで作成保存す る公文書】
9.商 業 帳 簿 、 そ の 商法 法務省 昭和49年11月18日 商法では商業帳簿(会 計帳簿と計算書類)
他営業上の重要書 民事局 法務省民事局長の回 及び営業上の重要書類(契 約書、注文書、
類 の マイクロフィルムに よ 答 送 り状、領収書など)の10年 間保存を義務
る保存 照会者は経団連と づ け て い る が 、3年 目以 降 は マイクロフィルムで 保

日本マイ知写真協会 存 しても適法である旨、回答。
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対 象 資 料 基本法 担当官署 許容通達 ・告示内容 許 容 内 容

10.COMに よ り作 法務省大 昭和50年10月3日 民事訴訟上はCOMに よるマイ知フィルムの証拠
成 さ れ た マイ知 フィルム 臣官房 都道府県行政情報処 能力は当然認められる。
の証拠能力 秘書課 理研究会議での法務 刑事訴訟上でも公務員が職務上証明するこ

(電算機 省回答。 とので きる事実に基づいて作成 したCOM
室長) 質問者は栃木県地 フィルムは公正証書 としての証拠能力がある。

方課

11.賃 金 台 帳 の マイクロ 労働基 労働省労 昭和50年10月3日 労基法は企業に賃金台帳の整備と保管を義
フィルムに よ る保 存 準法 働基準局 労働省労働基準局長 務 づ け て い るが 、 これ をマイク田 イルムで 保 存 し

回答 ても適法である旨、回答。

照会者は大阪労働 各事業場 ごとにリーヂプリンターを備え付け労働
基準局長 基準監督官が閲覧の際は直ちに写しを提出

することが必要。

12.証 券会社の法定 証券法 大蔵省 昭和56年5月30日 注文伝票、売買日記帳など全ての法定帳簿
帳 簿 のマイクロフィルムに 証券局 証券局長通達 蔵証 は 、 作 成 後3年 を経 過 す れ ば 、 マイクロフィルムで
よる保存 第665号 保存ができる。

証券会社の法定帳簿 また当初からCOMで 法定帳簿を作成 ・保
の保存方法の一部改 存する場合は事前に管轄局に届け出れば認
正 可する。

13.法 人税法に規定 法人税 大蔵省 昭和57年3月31日 帳簿、請求書、納品書等の保存義務書類に
された帳簿、請求 法 国税庁 大蔵省告示54号 ついて7年 間、納税地に保存 しなければな
書 、 納 品 書 等 マイクロ らないが、5年 目以降は原本破棄 しマイ知フィ
フィルムに よ る保 存 ルムだけで保存を認める。

14.所 得税法 に規定 所得税 大蔵省 昭和63年12月30日 帳簿、請求書、納品書等の保存義務書類に
された帳簿、請求 法 国税庁 大蔵省告示186号 ついて7年 間、納税地 に保存 しなければな
書、納品書等マイ知 らな い が 、5年 目以 降 は原 本 破 棄 しマイクロフィ
フィルムに よ る 保 存 ルムだけで保存を認める。

15.消 費税法に規定 消費税 大蔵省 昭和63年12月30日 帳簿、請求書、納品書等の保存義務書類に
された帳簿、請求 法 国税庁 大蔵省告示187号 ついて7年 間、納税地 に保存 しなければな
書 、 納 品 書 等 マイクロ らな い が 、5年 目以 降 は原 本 破 棄 しマイクロフィ
フィルムに よ る保 存 ルムだけで保存を認める。

16.地 価税法に規定 地価税 大蔵省 平成3年6月6日 帳簿、請求書、納品書等の保存義務書類に
された帳簿、請求 法 国税庁 大蔵省告示120号 ついて7年 間、納税地に保存 しなければな
書 、 納 品 書 等 マイクロ らないが、5年 目以降 は原本破棄 しマイ知フィ
フィルムに よ る保 存 ルムだけで保存を認める。

17.社 債登録機関に 社債登 法務省 平成4年10月8日 償還期日を過ぎて閉鎖された社債登録簿を
おける社債登録簿 録法 民事局 法務省 ・大蔵省令 マイクロフィルム化 し、10年 間 保 存 を 認 め る。 原 文

の マイクロフィルムに よ る 大蔵省 第1号 書 はマイクロ化 後 廃 棄 し、 以 降 は マイクロフィルムを 原

保存 証券局 本と見なす。

18.コ ンピュ一夕カ グラム の アログラム 文部省 昭和61年8月29日 允グラム著作物の登録申請に必要な著作物の
著作権登録資料を 著作物 施行令 政令287号 複製はマイクロフィルムで提出することを義務づけ
マイ知 フィルムで 申請 登録法 昭和61年9月25日 た 。

文部省令第35号 ま た文 部 省 令 で マイクロフィルムの 形 態 は 、JIS

規 格 のA6判 マイク田 仁 ッシュと した 。
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4.2コ ン ピ ュー タ記 録 の 法 的価 値

コ ンピュータ記録の法的価値 に関す る問題 は、電子資金移動(EFT)に とって特 に重要 な問

題であ るとともに、国際取引のあ らゆる側面において も一般 的な関心事 とな って いる こと

を踏 まえ、包括的 な解決を図 るために設定 された。

また、各国の訴訟手続 にお いて コンピュータで読取可能なデータを証拠 と して採用 す る

ことにっ いての ア ンケー トを実施 し、 コンピュータで読取可能 な形で保存又 は伝達 された

記録の証拠 としての価値 につ いて各国のア ンケー ト回答が報 告 されて いる。

(1)取引記録

①取 引記録の種類

・取引書類の オ リジナルまた はコピー:契 約書 、注文書、船荷証券

・取引を時系列 に沿 って整理 した記録:仕 訳帳、発信 ・受信の記録

・取引を集約 した記録:総 勘定元帳

日付、内容の真正性が後 日の係争の際に重要 とな り、究極的 には法的重要性を持つ企業

の記録 は取 引書類で あ る。

②取引記録 の物理的特性

・紙ベースの書類 は耐久性があ り、改 ざんが通常発見で き、真性証明が署名等 で可 能で

ある。

・データが コンピュータ間で直接 やりとりされ ると、経費やエ ラーが軽減 され、電 子的

な方法によって も真性証明が可能である。 しか し、発信又 は受信 され た取引記録 は変

更不可能 な状態で保存 しなければな らないので、長期的保存において は重大な問題が

存在 して いる。

・企業 自体が作為的 な変更 に対す る効果的な防止策が採用 され るよ うに成 って来てい る

が、法規則 と して は、データ変更防止手段 を講 じて いない場合 や装置 ・機能 を果た し

ていない場合を も考慮 して置 くべ きである。
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(2)コ ンピュ ー タ記 録 の証 拠 価値

① 証拠認定 に関す る法規則

コンピュータ記録の証拠価値に関す る法制度は、民事および商事 における事実認定の

過程における証拠の取 り扱 いに関す る法的伝統および慣習の違 いに基づ き三つに大別 さ

れ る。

・全ての関連証拠が提 出可能な法制度

このよ うな法制度 の下で はコ ンピュータ記録を法廷 に提出す ることには問題 ない。

・証拠 と して認定 され得 るものを列挙 している法制度

数 力国ではコンピュータ記録が法廷での証拠 と して認めていないが、他の国では事

件の事実にっいての推定資料 と して提 出を認めている。 これ らの国の中には民事法上

で は書面によ らない証拠 に対 して 制限を加えて いるが商事事件や刑事事件で は書面 に

よ らない証拠 も採用 されている国が あ り、 コンピュータ記録が証拠 と して採用 される。

・コモ ンロー国 における伝聞証拠 に対 する制限

コモ ンローの国での訴訟 は原則 と して 口頭陳述 と反論手続を踏 まえ るもとにな って

お り、証人は相手が反対尋問でその陳述の正確性を確 かめることが 出来 るよ う証人 自

身が知 り得ることにっ いてのみ証 言す ることがで きる。従 って、他人や事件 の帳簿ま

たは記録等の二次的根拠によ り知 り得 た事項は 「伝聞証拠」 と名付 け られ、原則 と し

て法廷 は証拠 と して採用 しない。 しか し、伝聞証拠の法則 は様 々な問題を引き起 こす

ため多 くの例外がある。

幾つかの国では コンピュータが作成 したプ リン トア ウ トは取 引記録の一つ として伝

聞証拠 の例外 として採用 されてい る。他 の多 くの国で は一定の条件が満た された場合

にはコンピュータ記録が証拠 と して採用され るとい う特別立法 を行 って いる。

②個 々のケースにおけるコンピュー タ記録の信頼性

コンピュータ記録の信頼性 は次の三つの レベルで評価 されてい る。

・関連す る証拠を無条件に受 け入れ ることができない法制度であ る。 コンピュータの記

録が法廷で証拠 と して認定 され るのに十分な信頼性を持つか どうかを決定す る必要が

ある。

・コモ ンローの国の法制度で はコ ンピュータ記録が個 々のケー ス毎 に十分な信頼性 を持
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っか どうかを決定す るための基準が必要 となる。

・個 々のケース毎 にコ ンピュー タ記録の信頼性 を評価す る。

a.コ モ ンローの国の法廷 において証拠 と して認定 され る基準

コ ンピュータ記録の認定基準 は国により相違 してい るが以下の三点が中心 になる。

・コ ンピュータ装置が適切 に機能 して いることを示す ことが要求 され る。

・コ ンピュータに情報 を入力する際に記録の正確性を保証す るよ うな適切 な手続が と

られ るよ うにな って いることを示す必要がある。

・情報の保存 ・加工 ・プ リン トアウ トの方法、即 ちプログラ ミング、オペ レー シ ョン、

コン トロールが記録の信頼性 を保証 して いることを示す必要が ある。

情報技術が発達 し複雑 なコ ンピュータ ・システムが存在 している ことか ら、法廷が

認定す るのに十分 な法 的基礎を欠 いていることがあ るので、 コンピュータ記録 を証拠

と して提出す る者 か らコンピュータ ・システムが適切 に稼働 して いたとの陳述 を採用

するようにな って きている。

伝聞証拠 の採用 に関す る通常 の規則で はコンピュータ ・システムに詳 しい者が法廷

で コンピュータ記録 を証拠 と して認定 され るための証言をす ることが必要 とな ってい

る。

b.コ ンピュータに保存 されたデータの信頼性に関す る法廷の評価

・データの正確性が争 われた場合 には法廷 はその信頼性を評価す る必要があ る。

・証拠に裏付 け られ た コンピュータに保存 されたデータの信頼性 の評価 につ いては法

廷 に委ね られ る。

・コンピュータ記録 を証拠 と して提出 した者が コンピュータ ・システムの信頼性 を示

した場合 にはデータの正確性 を争 うとす る側 に挙証責任が掛 かる。

③最良の証拠(オ リジナルまたはコピー)

a.紙 ベースの オ リジナル書類か ら作成 された コンピュータ記録

紙ベースのオ リジナル書類のマイクロフィルム化や コ ンピュータ記録化が進み(オ

リジナルは破棄 され る)、 多 くの国で はこれ らを証拠 と して認定す るようにな った。 し

か し、次のよ うな問題が発生す る。

・新 しい保存形態 に移 され る前 に、紙ベースの書類 の内容や真正証明に変更が加 え ら

れ る。
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・紙ベ ースのオ リジナル記録の内容が
、正確 に補足 されず、 また正確 にコ ンピュータ

記録 に移 し換え られ ない。

・コンピュータ記録 は、入力後 、作為的あるいは不注意によ って変更が加え られ得 る。

b.プ リン トア ウ トは コンピュータ記録のオ リジナルかまたは コピーか

(3)真性証 明

・取 引書類の真性証 明はその受領者や第三者 に対 して書類 の出所 を明 らかにす る。法

律 によ り必要 とされて いる真性証明 は予 め決め られた形 でなければな らないが、当

事者 間で必要 とされている真性証明 は当事者がそれぞれの相手 を確認 す るの に十分

であ ると合意 した符号 または手続 によって もよい。法律 により要 求 されている真性

証明の最 も一般的な形 は署名で あ る。

・多 くの国の法制度で は、手書 き以外の署名であ るスタ ンプ、 シ ンボル、パ ンチ、電

子的方法等 による署名を認 めて い る。

・法律問題 と しては主 に 「書類 には署名が必要であ る」とす る規定 にある。現行法上 、

電子的な真性証明の形を 「署名 」 と解釈す ることが出来 ない場合 には、条文に電子

的な真性証明の形 を 「署名」であ る旨明記す るか、電子的 な方法 によ って も真性証

明された書類であることを認 め るべ きであ る。

(4)書面の必要性

取 引書類等 の記録の保存 に関す る法規定で は、書類 また は記録 は書面 でなければな

らないと規定 して いる場合があ るが、最近 まで は必ず紙 ベースで記録 が行 われて いた

ので、紙ベースの記録が必要であ ると見な されて きた。 しか し、 コ ンピュータ記録の

存在 によ って も、書類 または記録が必要であるとい う法規定の 目的が満た され るよう

にな ってきた。

①証 拠

ほとんどの法制度で はコ ンピュー タ記録を証拠 と して採用す るの に、大 きな障害 は

ない。 しか し、書類が一方 の当事者 の コンピュータにのみ保存 され る場合 には紙ベ ー

スの コ ピーまたは受領書の保存 が望 ま しい。
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②取引の帰結 にっいての 自覚

取 引完了のための書類 を作成す ることは、取 引内容 をよ り明確 に し、契約 によって

生 じる法的および経済的な帰結を当事者 によりよ く自覚 させ る。 コンピュータ間で直

接送信 されたメ ッセー ジや銀行端末機への磁気 ス トライプを差 し込みパ スワー ドの打

ち込み は、 こうした行為 の結果 と して当事者に法的帰結 を自覚 させ る ことが出来 る。

③第三者の信頼

有価証券、権利証書、航空券等の商業上使用される重要書類は第三者の信頼 と保護i

のため、特別なデザインがされている。満足の行 く電子的な代用手続が考案されてい

るので、法律で特別の書類の使用が定め られていない場合には、法改正をす る事 もな

く新 しい手続を採用できる。

④後 日実施 される監査 ・税務調査

後 日実施される企業活動の監査に備えて、確定 した記録や補助的な書類を保管する

必要がある。

後 日の監査 ・税務調査等のたあに、どの範囲の取引書類が紙ベースの形で要求され

ているか。

⑤ 行政機 関に提 出され る書類

コ ンピュータが読 み取 り可能 な形 のデータまたは書類 は、税、特 に関税の申告 には

採用 されて いるが、広範囲 には採用 されていない。 しか し、特定の書類を紙 ベースの

形で要求 してい る法律 また は規則 は多 く存在 している。

(5)国際取 引におけ るコンピュー タ記録の法的価値

①証拠 と しての コンピュー タ記録

コ ンピュータ記録の証拠 に関す る法律が コンピュータ利用 の進展 に障害 となるよ う

な ことは無 いが、証拠 に関す る問題 は検討すべ き課題 であるの は、 コンピュー タ記録

の証拠 としての採用 に関す る法律の整備が不十分であるとの不安感で ある。従 って、

最 も進ん だ情報技術 を使用 し十 分に管理 されたシステムを通 じて得 られ るコ ンビュー
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夕記録は法廷で証拠 として採用されるとの保証を与えることが最 も必要である。

②真性証明及び書面の必要性

国際取引におけるコンピュータ利用にとって、重大な法律上の障害は書類に署名が

必要であり、紙の形態でなければならないことである。

㈲結 論

国際取引において コンピュータが広範 囲に利用 されて いることか ら、各国 は掛か る

状況を反映 した法整備が必要であ るとい う結論 に達 した。

①現状認識

従来の紙ベ ースによる国際取引書類の作成 に関す る法規制 は、 コンピュータ利用 が

正当化 される分野 にお いて、法制度の不完全性を導いた り、 コンピュータの効率的な

利用 を妨げ るよ うな障害 とな って いる。

②状況判断

紙ベースの書類 と同様 もしくはそれ以上 の信頼性 を提供す るよ うなコンピュータ利

用を促進す る必要性 を配慮 しつつ、多 くの法 制度 において現行法規則を コンピュー タ

利用の発展のために適合 させ る必要があ る。

③ 各国政府へ の勧告

a.以 下の 目的の ため に、法廷での コ ンピュータ記録の証拠 採用 を阻害す る法規則を検討

す る。

・コ ンピュー タ記録 を証拠 と して認定す る際の不必要な障害の除去

・法規則と情報技術 との調和の確保

・コンピュータ記録 に記載 されてい るデータの信頼性 について、法廷が評価を下せ るよ

うな適切 な方法の提供

b.取 引書類 または取引関連書類が書類である必要があ るとす る法規則を検討 し、適当 と

認め られ る場合 にはデータが コンピュータで読み取 り可能な形態で記録 され伝達 され る

ことを認め ることを展望す る。
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c取 引書類または取引関連書類には手書きの署名またはその紙ベースの真性証明が必要

であるとする法規則を検討 し、適当と認められる場合には電子的な方法による真性証明

を認めることを展望する。

d政 府機関に提出される書類は書面かつ手書 きの署名が必要であるとする法規則を再検

討する。

④国際機関に対する勧告

取引に関する法規則の詳細について検討 している国際機関は、上記の勧告を考慮 しっっ

法規則を改正することを勧告する。
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4.3国 際振込 に関するモデル法

この規定は国際間の銀行の振込 に関 して対象 としてお り、 コ ンピュータ等の電子化 され

たメ ッセー ジ交換による振込か ら新 たに発生す る問題に対処す るために設定 されてい る。

しか し、本規定では振込 に関わ る事項 だけを対象 として、直接 コンピュータに関わ る事項

は扱 ってお らず、 また書類の保存 も対 象 としていない。従 って、電子化 された メッセ ージ

交換 に影響 される規定は次の通 りであ る。

第1章 第2条(定 義)の(i)

本法 において 「認証」 とは、支払指 図、その訂正又は撤 回が、送信人 と表示 された者 に

よって発せ られたかど うかを決定 す るため、合意 により定め られた手続 を言 う。

第2章 第5条(送 信 人の義務)の(2)

支払指図、その訂正又は撤回が、単な る署名の対照以外の方法による認証 に服す る場合

において、送信人 とされた者 は、前項 により拘束 されないときで も、次の場合 には拘束 さ

れ る。

(a)当 該認証がその状況の下で無権 限の支払指 図に対す る取 引上合理的な安全確保の手段

であ り、かっ

(b)受 信銀行が当該認証 を履践 した場合

第2章 第5条(送 信人 の義務)の(5)

支払指図 に拘束 され る送信人 は、受信銀行が受 け取 った指図の内容 に拘束 され る。 しか

しなが ら、送信人は次の場合には、支払指図の二重発行、誤 り又 は食い違 いに拘束 されな

い。

(a)送 信人 と受信銀行が、支払指図の二重発行、誤 り又は食 い違 いを検出す るための手続

にっ き合意 し、かっ

(b)受 信銀行が、 当該手続 の使用に より二重発行、誤 り又 は食い違 いを発見又 は発見 した

であろ うとき。

銀行が検 出 したで あろう誤 り又 は食 い違いが、送信人の意図 した金額 よ りも多額の支払

を指示す るものであった場合には、送信人はその意図 した範囲でのみ拘束 される。本項
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は支払指図の誤 り又は食い違いと同様に、訂正又は撤回の指図の誤 り又は食い違いにも

適用する。

第2章 第8条(被 仕向銀行以外の受信銀行の義務)の(3)

振込の実行に当たり特定の仲介銀行 もしくは資金移動 システムを使用するようにとの送

信人の指示に従うことが不可能であるか、又はそれに従 うと振込の遂行にあたり過大な出

費もしくは遅延を招 くと判断 した受信銀行は、執行期間の終了前に、送信人に対 して、い

かなる措置を採るべ きか照会 したときは、第2項 を履践 した ものとみなされる。

上記の規定の趣 旨は、以下の通 りであ る。

① 「認証」は、二当事者の合意によって定められることになっている。 「認証」手続は

支払指図を発 した者の権限の有無の確認のみに関わり、内容の正確性に関 しては別に定

めている。認証が履践 された場合には、認証が単に署名の照合等による以外は送信人と

された者は無権限支払指図に拘束 される。これは、同意 した認証手続によって も防止で

きない無権限支払指図の リスクを承認 したものと見なされることによる。 しか し、当事

者は、認証がその状況の下で取引上合理的でない場合には送信人 とされる者は合意に拘

束 されないとしている。

② 条件付指図は自動的に扱 うことができず、人間の関与が必要なため、EFTに ふ さわ

しくな く、法律関係が複雑 となることから、支払指図は無条件を対象としている。

③ 支払指図を受け取 ったときにそれを執行することを送信人に予め約束 していた受信銀

行は、支払指図を受け取 った時点で自動的に承諾の効力が発生する。

CHIPS、 日銀ネッ ト、全銀システム等のEFTシ ステムは同様規定があるのでこ

のシステムを利用 した国際振込では支払指図を受信銀行が受け取 った時点で承諾された

と見なされる。

④ 支払指図であると意図されているように見えるが十分な情報を含んでいないため支払

指図とは言えないようなメッセージを受け取った場合、或いは支払指図の要件を満た し

てはいるが情報が不足 しているため執行不能の場合、受信銀行や被仕向銀行は執行期間

内に送信人に通知す る義務を課 している。

⑤ 文字で表示された送金額と数字で表示された送金額が食い違 う場合、受信銀行や被仕
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向銀行は送信人に通知する義務を規定 している。EFTシ ステムにおいて不一致の調査

義務を負わせることは適切でないことか ら、受信銀行や被仕向銀行は文字 と数字の不一

致を検出する義務はなく、不一致を検出した場合には送信人に通知する義務を負 うこと

になる。

⑥ 現在で も紙ベースの振込 も多いが、大多数の国ではEFTに よる振込となってきてお

り、迅速なサービスの上からも、受信銀行は支払指図を受領 した日に執行す る義務を負

い、そうしない場合には翌銀行営業 日に執行 しなければならないことになっている。

⑦ 短期間に効率的に振込の処理が可能であるEFTシ ステムでは、撤回の期限はなるべ

く短い方が業務処理が安定することから、被仕向銀行以外の受信銀行にあっては支払指

図を執行 した日、被仕向銀行にあっては支払指図を承諾 した時以降は、支払指図の撤回

をすることはできないことになっている。
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4.4国 際取引にお けるEDl等 に関する一般規定

この規則 は、送信人 と受信人が異なる国の間で交わ され たメ ッセー ジに限定 し、国際取

引に関連 したデ ータ ・メ ッセージの交換 と保存及び交換又 は保存か ら発生す る権利 と義務

を対象 としてお り、消費者保護 は対象 と していない。

(1)方式要件

①文書 の機能

a.文 書 によって果 たされて きた伝統的機能

・全 ての者がデー タの理解がで きる状 態にす ることが可能

・時の経過 に耐え る永久的な取引記録の保存

・複製 によ り各当事者が同一 データの保有が可能

・署名 によるデー タの認証が可能

・署名作成者の最終の意 思に関する記録 を保存

・有形的な形でデ ータの簡易な保存が 可能

・法的拘束力のあ る意思に関す る有形 的な証拠 の保存

・契約の効果を当事者に認識 させ る

・会計 ・課税 のための コン トロールない し監査が容易

b.文 書の要件

・信頼性

・監査証跡

・変更不可性

②署名と認証の機能

認証方法

・契約関係が無い場合には、用いられた認証方法の有効性は安全保護手続 という基準で

判断

・当事者間で合意があればこれに従う
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③原本佐

原本性の要件を規定する。

・証拠方法の問題

・権利の表象の問題

④取 引データメ ッセージの証拠能力及 び証拠価値

証拠 にお いて も当事者間の合意が最大限尊重 され るべきであ る。

a.証 拠能 力

・国内法 に委ね る。

b.証 拠価値

・デー タの記録方法

・適切なデータ変更 防止手段

・適切なデータ伝達手段の維持

・メッセー ジの認証手段

(2)取引データメ ッセージの通信

①受信者の義務

「受領通知」 と 「承諾」は別個の ものであ る。

② 契約 の成立

・申込 みお よび承諾等

当事者 自治の限界 にっいて は、 当事者の予測可能性の保障 に鑑み具体的に記述す る。

・契約の成立時期

締結 され た契約の成立時期 に関す る明示的ルール、 または広 くメ ッセ ージ一般 にっ い

て、その効果発生時期を決 める。

・契約の成立場所

到着の時期 のみを規定 して成立場 所について は他の準拠法 に任せ るとい うアプローチ

は当事者の予測可能性 を損な う。

③取 引データメッセージの受信

・受信人の指定す る場所、時間等 に関す る規定 を設 ける。
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④取引デ ータメッセ ー ジの記録

電子的方法で保存 されたEDI記 録の保存が文書等 により保存 され た記録 と等価値 とみ

な され るための要件(例 えば、不可変更性、複製可能性、永久 的解読可能性等)に 関す る

規定を設 ける。

⑤当事者の責任

・当事者 自治が大原則

・当事者に過失がある場合の責任の問題 と、責任がない場合の危険負担の問題とは区別

する。
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4.5諸 外国 における会計帳簿等の法制度

4.5.1ア メ リ カ

○会社法

アメ リカで は、会社法が州 ごとに制定 されてい るが、 この うち、デ ラウエアー州一般会

社法、 カ リフ ォルニア州一般会社法及 びニュー ヨー ク州事業会社法が広 く利用 されて いる。

また、各州の会社法 を統一す るためにアメ リカ法律 家協会(AmericanBarAssociation)

により模範事業会社法が制定されてい るが、 これを基礎 に して会社法 を制定 してい る州 も

多 くある。

これ ら各会社法 における会計帳簿及 び記録 の取扱 いにっいては、その保存形態に関 して

ほぼ同様 な規定が見 られ る。

す なわち、 「会社 の会計 帳簿及 び記録 は、書面 または相当な期 間内に書面にす ることが

で きる他の形態で保存 しなければな らない。」 と規定 されてお り、書面以外の形態が明文

を もって認 め られてい る。

この経緯 として は、1967年 の模範事業会社法の改正において、磁気 テープその他 の書面

以外の形態の急速 な進歩に鑑みて、現行の実務を明文を もって承認す るとともに、将来 、

会社が利用す るであろ う形態の如何 にかかわ らず、株主が調査で きるか どうか は、速 やか

にそれを書面にす ることがで きるか ど うかにかか って いるので、 この ことをその要件 と し

た。

模範 事 業会 社 法(ModelBusinessCorporationLaw)

第16.01条 会 社 の記 録

(b)会 社 は、 適 当な 会 計 記録 を 維持 しな けれ ば な らな い。

(d)会 社 は、 その 記 録 を 書面 また は相 当 な期 間 内 に書面 にす る こ とが で きる他 の形 態 で

維持 しな け れ ば な らな い。

デ ラ ウ エア ー州 一般 会 社 法(GeneralCorporationLawofDelawere)

第224条 記 録 の 形態

会 社 が作 成 す る会 計 帳簿 を含 む諸 記 録 は、 書面 で保 存 す るか 、又 は相 当 な期 間内 に書 面
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にす る ことがで きる ものであればパ ンチカー ド、磁気テープ、 マイ クロフィルム等のデー

タ媒体の形態で保存す ることがで きる。

カ リフ ォルニア州一般会社法(CaliforniaGeneralCorporationLaw)

第1500条 会計帳簿及び記録等の形 態

会社 は、適 当かっ正確な会計帳簿及び記録を保存 しなければな らな い。 その帳簿及 び記

録 は、書面又 は書面 にす ることがで きる他の形態で保存 しな ければな らない。

ニ ュー ヨー ク州事業会社法(NewYorkBusinessCorporationLaw)

第624条 帳簿及 び記録

(a)会 社 は、正確 かっ完全な会計帳簿及び記録を保存 しなければな らない。その帳簿及

び記録 は、書面又 は相当な期 間内に書面 にす ることがで きる他 の形態で保存 しなけれ

ばな らな い。

○ 内国歳入法

税法 におけ る会計帳簿及び記録の取扱 いにつ いては、内国歳入法で、 「本法によ り納税

義務 また は徴収義務 を負 う者 は、すべて財務長官 また はその代理官が随時定め るところに

従 って諸記録 を保存 しなければな らない。」(同 法第6001条)と 規定 されてい るが、 その

保存形態に関 して は明文化 されて いない。

しか し、納税者の記録が自動デー タ処理(ADP)シ ステムの中 に保 存 されて いる場合

には、内国歳入庁が必 要 と考え る記録要件の指針が歳入手続64-12(1964年)に お いて明 ら

かに され、一定の条件 の下 にコ ンピュータによる記録保存が認め られた。

その背景 と しては、ADPシ ステムは、監査証跡を提供で きるよ うに設計 されな いと取

引を原始書類か ら最終結果 まで追跡 した り、特定の勘定を再現 した りす る ことがで きな く

なるため、正 しい税負担額を申告 したか どうかを後 日にな って判断す るため に必要 なデー

タを見読可能 な形で作成で きるよ うに、ADPシ ステムの設計及 びプログラ ミングの段階

で慎重に考慮 されな ければな らないというところにあ った。

また、 これ は、 システムの複雑性 を増加 させ、追加費用 を必要 とす るか もしれ ないが、

先に申告 した税負担額 の正確 さを支持 し実証す るために必要な情報 を、実用 的にかっ容易

に提供す ることがで きない とい う事 態が後 日発生 した場合の費用 に比 べれば、 この費用 は
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無視す るに足 るもの と して いる。

そ して、次の5っ の要件が要求 され た。

① 総勘定元帳 と補助簿の作成

② 関係書類 と監査証跡 の確保

③ データの記録 と再現可能性

④ データ記憶媒体の保存

⑤ プ ログラム ・ドキュメ ンテー シ ョンの作成

その後 、1971年 には、会計取引及 び諸記録の記録のため にADPシ ステムに使用 され る

パ ンチカー ド、磁気 テープ、 ディス ク等 の機械感知 データ媒体は、内国歳入法第6001条 及

び同規則第1.6001-1で 規定す る 「諸記録 」に当た り、その 内容が同法 の適用上重要 である

期間中は、保存 しなければな らないと明示 され た(内 国歳 入庁裁定71-20)。

内国歳入庁が この よ うな見解 を示 したの は、 データの大量化 に伴 いその処理がADPシ

ステムに依存 して きて いるとい う事情か ら税務調査の際の調査対象物を従来のハ ー ドコ ピ

ーのほかにADPシ ステムによって作成 された磁気 フ ァイルへ と拡 げ、 これに コンピュー

タ汎用監査 プログラムを利用す ることによ って税務調査の省力化 を意図 した もので、 その

ために必要な会計取引及 び諸記録が記 録 され た機械 感知 データ媒体 の保存義務を明確 に し

た ものであ る。

さ らに、1986年 には、従来の歳入手続64-12が 改正 され、歳入手続86-19に おいて新 しい

基本的記録要件の指針(5-01～5-09)が 明 らかにされ、資産額10百 万 ドル以上 の納税者に

適用 され ることにな った。

(5-01)納 税者 は、すべて の機械感知記録 を保存 しなければな らない。保存記録 は、正確

な未払税額 を決定す るために必 要 な情報 を提 供で きる検索可 能 な形(retrieablc

format)で 保存 されなければな らない。

(5-02)会 計 システムのADP部 分の完全な説明書及び会計 システムに関連す るフ ァイル

は保存 されなければな らない。オペ レー シ ョンの範囲に関す る説明文 と図表 は、(a)

遂行 され るアプ リケーシ ョン、(b)各 アプ リケー ションで使用 され る手続、(c処 理の

正確性 と信頼性 を保証す るために用い られ るコン トロールを示す に足 る詳細 な もの

でな ければな らな い。すべての フ ァイルに関す る以下の個別書類 も同様 に保存 され

なければな らない。

(1)レ コー ド ・フォーマ ッ ト(情 報 を表現す るのに使用す るすべての 「コー ド」の定義
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を含む)

(2)フ ローチャー ト(シ ステム及びプログラム)

(3)ラ ベルの記述

(4)保 存 されて いるフ ァイルを作成す るのに使 用 したプログラムの ソース ・プ ログラム

・リス ト

(5)詳 細 な勘定科 目表(特 定期 間の)

ADPシ ステムの主要な変更は、 その変更 日付 とと もに記 録 し、正確 な年代順の記録 と

して保存 しなければな らない。 この記録 には、 ソフ トウェア又 はシステムの変更及 びフ ァ

イルの フ ォーマ ッ トの変更 もすべて記録す る必要 があ る。

監査証跡 は、請求書 や証 愚書類 のよ うな要約会計デー タを裏付 ける詳細 データが容易 に

検証で き、かつ要請 があ り次第 当局 に提出で きるよ うに設計 しなければな らな い。

(5-03)記 録 は、その内容 が内国歳入法の適用上重要であ る期 間中は保存 しな ければな ら

ない。少な くと も、各課税対象年度の出訴期限法の時効(延 長期間 を含む。)まで は

重要性があ る。

(5-04)本 歳入手続 の規定 は、納税者のハ ー ドコピーによ る記録 の保存義務を軽減す るも

ので はない。ハ ー ドコ ピーによる記録は、歳入手続81-46、1981-2C.B.621に 示 されて

いる要件に従 って マイ クロフィッシュ又 はマイ クロフィルムで保存す ることがで き

る。 これ らの記録 は、上記5-01で 保存す ることが定め られて いる機械感知記録 の代

替物 とはな らない。

(5-05)す べての保存記録 は、明瞭にラベルをつ けて、安全 な環境 に保存 されなけれ ばな

らない。例えば、 「IRS用 ×年 ×月まで保存」又 は 「IRS用 、放棄前 に税務担

当課長 と協 議の こと」 とい うよ うな文章を記載 した補助 ラベルを作 り、保存 されて

いる各 テープ ・リール、デ ィスク ・パ ック又 はデ ィスケ ッ トに固着 するとと もに、

内部 ラベルに は保存期 間を記録 しておかなければな らな い。当局 のために保存 され

てい る機械感知 ファイルのバ ックアップは別の場所 に保 管 しなければな らない。

(5-06)納 税者 は、当局 の調査の際 には、保存記録を検索可能 な ものに しなければな らな

い。記録を作成 したデータ処理 システムが、当該記録 をそのまま処理す ることがで

きない(notbecompatible)シ ステムに変換 されて い る場合 には、納税者 は、当該

記録をそのまま処理す ることがで きるシステム(compatiblesystem)に 変換 しなけ

れ ばな らない。保存記録の検 索方法の変更 は、すべて 当局 に報告 しなければな らな
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い。所轄税務署長は、納税者と変換要件の全部又は一部の変更又は適用の見合わせ、

り

若 しくは代替手続 の承認 に関す る協定を結ぶ権限を有す る。納税者 は、当該協定 に

よ り特別に変更 され又は適用 を見合わ され、若 しくは代替 された要件を除 き、本歳

入手続のすべての要件に従 わねばな らない。

(5-07)保 存 されている機械感知記録 に関す る保存協定 に定め る制限 は、記録 の評価又 は

再評価後 に取得 した子会社又 は追加 した会計 ・税務 システムには適用 されない。 当

該子会社又 は当該 システムによ って作成 され るすべて の機械感知記録 は、所轄税務

署長 による再評価が行われ るまで保存 しなければな らない。 子会社 の消滅の際には、

IRS用 と して当該子会社 によ って又 は当該子会社のため に保存 していたフ ァイル

は、所轄税務署長 によ り新た に評価が行われ るまで保存 しなければな らない。納税

者 は、再評価について は要請す ることがで きる。

(5-08)納 税者は、当局のために保存 して いるすべての ファイルを定期 的に検証(check)

しなければな らな い。保存 が要請 されている機械感知記録 が、その後紛失、破壊、

損傷 された り、又 は不完全であ ることや重要 な不正確性が発見 された場合 には、納

税者はその 旨を所轄税務署長 に報告 し、合理 的な期 間内 に当該 フ ァイルを再製 しな

ければな らない。

(5-09)デ ータベ ース管理 システム(DBMS)を 利用す る場 合に は、納税者 は、必要な記録

及びその他 の必要 な書類 が本歳 入手続に従 って保存 されて いることを保証す るため

の適切 な手続 を実施す る必要 があ る。原始書類へ遡及す るための監査証跡 を作成す

るために必要なす べての詳細取 引を含む順次 ファイル(sequentialfile)を 当局用

に作成 して いる納税者 は、上記 の要件 を満足 してい るとみなす。すべての必要 な フ

ィール ドは識別 され、 ファイルに関す る書類 は、上記5-02の 規定 に従 って いなけれ

ばな らない。 この過程 は、作成前 に当局 の査閲(reviewed)を 受 けなければな らない。

これ らの順 次フ ァイルは慣例 的な方法(conventionalmeans)で 処 理 し得 るもので な

ければな らない。少 な くと も、以下の書類が利用可能で なけれ ばな らない。

(1)デ ータベースの記述(DBD)

(2)セ グメ ン トの フィール ドに関す る各セ グメン トの レコー ド ・レイア ウ ト

(3)シ ステム ・コン トロール言語

(4)プ ログラム ・スペ シフ ィケー ション ・ブロ ック(PSB)

(5)プ ログラム ・コ ミュニケー シ ョン ・ブロック(PCB)

一44一



データベ ース管理 システム(DBMS)利 用の際のデータ保存 に関す る義務 について、疑問又

は不明 な点が ある納税者 は、所轄税務署長 と協議 しなければな らない。 そ して、本歳入手

続の規定 に違反 した場合には、民事罰又 は刑事罰が課せ られ ることにな ってい る。 また、

本歳入手続の規定 は、ハー ドコ ピーによる記録 の保存義務を軽減す るもの とはな って いな

いので ある(5-04)。

しか しなが ら、 コ ンピュータを利用 した会計 システムは、企業によ りその導入形態が千

差万別で あ り、そ こで、所轄税務署長は納税者 との協定(agreement)に よ り、本歳入手続 に

定め る特定の要件を変更 し又 は適用 を見合わせ ることがで きることにな っている(1-04)。

この保 存協 定 に際 しての機 械感 知記録 の評 価 にっ いて は、次 の よ うに規定 されて い

る(4-Ol～4-02)。

(4-Ol)納 税者が、その機械感知記録の保存範囲を制限で きるかど うか決定す るための記

録の評価 は、所轄税務署長 により行 われ る。 このデータ処理及 び会計 システムの評

価 は、所 轄税務署長によ る実施又 は納税者か らの要請 によ り行われ るが、 このよ う

な評価 は、特定課税対象年度の未払税額の決定 に直接 的な関係を もたないため、内

国歳入法第7605条(b)に おけ る 「調 査(examination.investigation)」 又 は 「検査

(inspection)」 には該当 しない。

(4-02)所 轄税務署長 は、保存協定の下 で保存 されて いる機械感知記録の解読可能性及 び

完全性 を検証す るための検査(test)を 定期的に実施す る ことがで きる。 この検査 は、

特定課税対象年度の未払税額 の決定 に直接的な関係 を もたな いため、内国歳入法第

7605条(b)に おける帳簿及 び記録の調査(examination)に は該 当 しな い。

なお、会計帳簿の マイクロフィルム記録の取扱 いに関 して は、歳入手続81-46(1981年)

にお いて一定の要件が要求 されている。
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4.5.2ド ィ ッ

○商法典

ドイツで は、電子デー タ処理 システム(EDP)が 、加 速度的 に旧来の簿記 の技法 にと

って代わ って きている。今や、EDPの 記憶装 置技術の助けで、商業帳簿、諸 帳簿及 びそ

の他の必要な記録が作成 され るよ うになって きた ことか ら、商業帳簿及 びその他 の必要 な

記録 の取扱 いに関 して1977年 に商法典(HGB)に おいて、データ媒体によって これを行

うことができることが明文化 された。

第239条 ④ 「商業帳簿及びその他 の必要な記録 は、証愚の整然 と した保存 とい う形 を

とることもで き、またはその簿記の形式が正規の簿記の諸原則 に適合す るも

ので ある限 りデータ媒体 によ って これを行 うこと もできる。

データ媒体 によって商業 帳簿の記帳及びその他の必要な記録 を行 う場合に

は、 そのデータが保存期 間中は利用可能である こと、かっ、相 当な期間内で

あれば何時で も見読可能であ ることが特に保証 されていなければな らない。」

第257条 ③ 「商業帳簿、財産 目録 等の証拠書類 は、 これ らが正規の簿記の諸原則 に適

合 し、かつ、その写 しまたはデータが以下の各号 の要件 を満たす場合 には、

画像媒体 また はその他のデー タ媒体 による写 しによって、これを保存す るこ

とができる。

1.受 領 した商業書簡及び簿記証愚 と画像的 に一 致するもの、及 びその写 しま

た はデータが見読可能で あるときは、その証拠 書類 と内容 的に一致す るもの。

2.保 存期間中 は利用可能で あ り、かつ、相当な期間内であれば何時で も見読

可能である もの。

第239条 ④の規定 に基づ き、証拠書類がデー タ媒体によ り作成 されてい

る場合には、 データ媒体 に代えて、そのデータを プ リン トア ウ トして保存す

ることもで きる。」

第257条 ④ 「商業帳簿 は10年 間、 その他の証拠書類 は6年 間 これを保存 しなければな

らない。」

第261条 「保存すべ き資料を画像媒体 またはその他 のデータ媒体に よる写 しという

形 のみで提示す ることが で きる者 は、 その証拠書類を見読可能にす るために
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必要 な補助手段 を自己の負担 において、 自由に使用 させ る義務 を負 う。要求

があ る場合 には、その者 は、 自己の負担 においてその証拠書類 をプ リン トア

ウ トす るか、また は補助手段な しに見読可能 な複製書類を提 出 しなけれ ばな

な らない。 」

さ らに、帳簿記帳義務 に関 しては、1985年 の改正 によ り租税基 本法(AO)第145条

の規定 と同内容の ものが新設 され、記帳者 の挙証責任義務 と証跡保存義務が商法典 にお い

て も明 らかにされた。

第238条 ① 「す べて の 商人 は、帳簿を記 帳 し、正 規の簿 記 の諸原 則(Grundsatzen

ordnungsmassigerBuchfuhrung)に 従 って、その商取 引及 び財産状 態を明瞭

に記載 す る義務 を負 う。

帳簿 の記 帳は、専門知識のあ る第三者が、相 当な期間内に、取 引(Geschaf-

tsvorfalle)及 び財産状態(Vermogenslage)に 関す る概観 を知 り得 るよ うに

行われ なければな らない。取引は、その発生及 び終了 までの処理状況が たど

れな ければな らない。 」

○租税基本法

帳簿及 びその他 の必要 な記録の取扱いに関 しては、1977年 に租税基本法(AO)に おい

てデータ媒体 によ って これを行 うことがで きることが明文化 されてお り、規定 されている

内容 は商法典 とほぼ 同 じで ある。

商法典 租税基本法

第238条 ① 第145条 ①

第239条 ④ 第146条 ⑤

第257条 ③ 第147条 ②

第257条 ④ 第147条 ③

第261条 第147条 ⑤

※租税基本法通達 「正規の電子帳簿簿記の原則」(GOS)

EDPの テクノロジー及びその発展を勘酌 して作 られた諸規則は、利用者及び調査官に

対 し、簿記の適正性に関 して一連の疑問を投げかけたが、その適正性に関する規則を効果

のあるものとすべ く1978年 に、租税基本法の通達 として 「正規の電子帳簿簿記の原則」
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(GOS)が 出 され、電子 帳簿簿記 の分野 において は、一 般的 な 「正規 の簿記の原則 」

(GOB)は 「正規の電子 帳簿簿記の原則」(GOS)に よ って補完 され るところとな っ

た。

ここでは、データ処理 された記帳 内容が記憶装置に記録 されな いで、その ままハ ー ドコ

ピーで出力 されるようなEDP簿 記 を伝統的EDP簿 記 といい、 これ に対 して、記 帳内容

が記憶装置に記録 されていて、税 務当局の要求 など必要な目的 に応 じて見読可能な状態 に

され るよ うなEDP簿 記を電子帳簿簿記 と呼んでいる。

この 「正規の電子帳簿簿記の原則」の要 旨は次の とお りであ る。

1.序 論

1.0～1.3内 容省略

2.証 愚の整備及 び証愚 の機能

2.0記 帳内容 は、電子 帳簿簿記の際 に も、個別的、集積的又 は連続的証愚(内 部又 は外

部証愚)に よ って証 明 されな けれ ばな らない。

2.1証 愚 は、電子帳簿簿記 において 、秩序だ った適正な処理 がで きるよ うに、また、取

引の即物的かつ時系列的分類(SachlicheundZeitlicheZuordnung)の 再検査がで き

るよ うに整備 されて いなければな らない。

2.2証 葱は、EDPシ ステム内で、デー タ媒体 に直接作成す る こと もで きる。そのよ う

な証愚の生成のプ ロセスは、文書 化 されていなければな らない。

2.3証 愚 は、例えば、データ媒体又 は遠距離 データ通信 によるデータ交換 によって受信

す ることがで きる。証 愚の機能 は、例えば、個別記帳 の整理指標(Ordnugskriterien)

によ って区分 された コン トロール トータル、あるいは、送信 又 は受信 されたデータ媒

体に関す る記録 により内容 の完全性 が証明 され ることがで きる場合 に限 り、満 たされ

るもの とす る。

証愚の機能を満 たす証明書類 は、受信 された商業書簡(取 引書簡)と 同様 に取 り扱

われな くてはな らない。

2.4証 愚がデータ媒体 に直接作成 された り又は受信 された りす る場合 は、 このデータ媒

体 に代えてその証愚のデータは、画像媒体又はその他のデー タ媒体に よる写 しと して、

あ るいはプ リン トアウ トして保存 す ることがで きる。
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3.記 帳

3.0取 引が秩 序原則に従 って適時 に把握 され、所属 を示す記号(勘 定機能)及 び証愚 と

の一致を示す記号(証 愚機能)を 伴 って、例えば、穿孔カー ド、穿孔 テープ、磁気テ

ープ、磁気 カ ー ド、磁気デ ィス ク等のデータ媒体上 にデー タ処理可能 な状態で記録 さ

れて いる場 合 は、取 引は適正 に記録 されているものとす る。記録 され たデータの完全

性及 び形式 上の正確性 は保証 されな ければな らない。

これ らの前提の下で、記帳は、EDPシ ステム内部でな され、そ して データ媒体 に

例 えば、減 価償却 、利息計算 を記録す ることがで き、又 はデータ交換 によ って行 うこ

と もで きる。

3.1記 帳に変 更がな され る場合 には、例 えば、な された変更に関す る記録書(エ ラー リ

ス ト)に よ り、変更前の内容が確認で きるように しておかなければ な らない。 この変

更に関す る証拠書類 は保存 しなければな らな い。

3.2デ ータが 、例 えば、明 らかに正 しくないために記帳の完了前 に変更 され る場合に は、

変更前の 内容 は確認 され る必要 はない。

4.コ ン トロール

データ媒体 に記録 された記帳内容の完全性 と正確性 は、例えば、 プログラム化 され

て、 あるいは他の コ ン トロールを通 じて、適切で組織的 な予防装置を通 じて、確保 さ

れ な くて はな らない。 コン トロールに関す る記録 は、その記録が元帳機能又 は証 葱機

能 を果たす限 りにおいて、法定保存期間が適用 され る。

5.デ ータ保全

5.0記 帳義 務者 は、保存期間中は、 デー タの安全かっ継続的な記録 に対 して責任が あ り、

不正又 は誤謬 か らデータを保護 しな くてはな らない。

システム又 はデータ媒体 を変更す る場合 には、記帳義務者 は、記録 されて いるデー

タの移動可能性、処理可能性及 び提示可能性を保証 しな くてはな らない。

5.1デ ータ媒体 に記録 されているデー タを、その他の見読可能 なデータ媒体へ移す場合

には、例 えば、 自動的 に同時進行す るコン トロール カウン トなどによ って、内容の一

致が確保 されなければな らない。
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6.文 書化 と検証可能性

6.0電 子 帳簿簿記 は他の簿記 と同様 に、専 門知識のあ る第三者によ って、形式的及 び内

容的な正確性 に関 して検証可能でなけれ ばな らない。 これ は、個 々の取 引の検証可能

性(事 象の検証)及 び処理 プロセスの検証可能性(処 理 プロセスの検証)に よ って可

能でな ければな らない。

6.1そ の ため に必要 な処理プ ロセス文書 か ら、処理 プロセ スの構造 と過程が完 全に明 ら

かになる ものでなければな らない。その文書 は、例えば、作業指図書 のよ うな文書 で、

又はプロセス図(Ablaufplane)の よ うな グラフによ って、あるいは判断表(Entschei-

dungstabellen)の よ うな図表 によ って作成す ることがで きる。

6.2処 理 プ ロセス文書 には、特 に以下の ことが含 まれて いなければな らな い。

6.2.1EDPプ ログラ ミングの指図書の意味でのEDP処 理 プロセスの論理的な記述書。

これは、以下 の領域を取 り扱わなけれ ばな らない。

・テーマ設定

・デー タ入力の記述

・データ把握 の規則

・コン トロールを含むデータ処理の規則

・エラーの取扱い

・データの出力の記述

・データの保全

・適正 なプ ログラム適用の保証

6.2.2EDP処 理 プロセス と簿記の トータル システムとの連絡の規則 に対す る指図書、例

えば、他 の処理 プロセスへ移行 す る場合 の、 データの事前又 は事後の取扱 い。

6.2.36.2.1に 示 された指図書 と、EDPプ ログラムの機能 との一致が確認 され た場合の

解除 プロセ スに関す る記述書。

6.3個 々の プロセスバ ージ ョンの時間的区切 りが明 らか にな るよ うに、処理 プ ロセスの

変更 は文書で記述 され なければな らない。

6.4処 理 プロセス文書 は、HGB第44条 及 びAO第147条 のそれぞれ第1項 第1号

の意味 における作業指 図書及 びその他の組織上の資料 の一部である。

6.5記 帳義務者 は、記録 されてい る記 帳内容が相 当な期間内であれば何時で も見読可能

であることを保証 しな くてはな らない。上記の者 はまた、そのために必要 な提示用 プ
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ログラム並 びに機械時間及 び人員、 ディスプ レイ、 リーダー等 のその他の補助手段 を

用意 しなければな らない。要求が ある場合 には記帳義務者 は、記録 されて いる記帳 内

容 を遅滞 な くプ リン トアウ トす るか、あ るいは画像媒体へ出力す る際 には、補助手段

な しに見読可能 な複製書類を提 出 しなければな らない。

7.デ ータ媒体の保存 と保全

7.0記 帳内容 が記録 されてい るデータ媒体 は、HGB第257条 第1項 第1号 の意味 に

おける商業帳簿 と して、また、AO第147条 第1項 第1号 の意味におけ る帳簿 と し

て10年 間は保存 しなければな らない。証愚機能のみを有す るデータ媒体 は6年 間保存

しな ければな らない。

7.1記 帳内容が、 ただ部分的 にのみ見読可能(視 覚的)に されて いて も、 商業帳簿又 は

帳簿の形で記録 された記帳内容を完全 に見読可能にす ることが保証 され ない限 り、そ

のデータ媒体 も保存 しなければな らな い。

7.2デ ータ媒体 は、相 当な期間間隔をお いて定期的に、機能の正常性 にっ いて再検査 さ

れ なければな らない。再検査 、確認 されたエラー又 は損傷並 びにその除去等 は、記録

され なければな らない。

7.3デ ータ媒体 は、取 り違 え、損傷及 び紛失か ら保護 されなければな らな い。 これには、

例えば、危険 な磁場、温度又 は湿度 か らの保護 も含 まれ る。

8.デ ー タ媒体上 に記録 され た資料の再生

8.0デ ータ媒体 に記録 され た資料 の再生(デ ータ出力)に 関す るプロセスは、記帳義務

者 の作業指図書 に書 かなければな らない。(例 えば、 プ リン トア ウ トの指図、COM

の指 図、記録 された資料の視覚装置上へのセ レク ト及 び表示のための ダイアローグコ

ミュニ ケーシ ョンに対す る指 図)

作業指図書 には、再生に対す る秩序原則 を記述 し、再生 の完全性 と正確性の確認 の

ための プロセスを規定 しなければな らない。

再生 され た資料 は、記帳義務者 の所有 に属 する。

8.1セ レク トされた再生 の内容 と、機械的に見読可能 なデータ媒体 に記録 された資料 と

の一致 は検証可能 でなければな らない。(7.1も 参照)

なお・ ここで いうデータ媒体の一つであ る画像媒体す なわ ちマイ クロフィルムに関
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しては、1984年2月1日 に租税基本法 の通達 と して 「法的保存義務のあ る書類の マイ

クロフィルム化 に対す る原則」が出 され、マ イクロフィルム記録 の取扱 いについて詳

細に規定 されている。

9.責 任

電子帳簿簿記 にお いて も、正規の簿記の原則の遵守 に関 しては、記帳義務者が その責任

を有す るもの とす る。
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4.5.3イ ギ リ ス

○会社法

イギ リスで は、会社法において、 「会社の諸記録にコ ンピュータを利用す る場合」と し

て、 それを書面にす ることがで きることを条件にコンピュー タを利用 した記録保存が 明文

を もって認め られている。

また、 その場合 には、偽造防止及び偽造発見のための適切 な予防措 置を講 じることが義

務づ け られてい る。

第722条 株主名簿等の書式

① 会社法で義務づ け られて いる名簿 、索引、議事録又 は会 計記録 は装 丁帳簿(abound

book)に 記録す る等の方法 で保存 しなければな らない。

② 前項の名簿、索引、議事録又 は会計記録が装丁帳簿 に記録す る以外 の方法で保存 され

てい る場合 には、偽造防止及び偽造発見のための適切 な予 防措置 を講 じる ことを要す。

③ 前項 に対す る準拠違反の場合 には、会社及 び義務不履行 の役員 に罰金 を課す。

第723条 会社の諸記録に コン ピュータを利用す る場合

① 第722条 第1項 に基づ く装 丁帳簿以外の方法で名簿 その他の記録を保存する場合に

は、 これを書面にす ることがで きるな らば、書面以外の方法 による ことがで きる。

②1979年2月12日 以前に作成 され た会社の定款で株主 ・社債名簿を書面 によ ることと し

て い る書類 は、書面又は書面以外の方法 によると読み替え る。

③ 第722条 第1項 の会社の名簿その他 の記録、又 は株主 ・社債名簿を書面以外の方法

で保存 してい る場合には、本法 に基づ く名簿その他の記録又 はその一部を査閲 させ、 コ

ピーさせ る義務 は、 これを書面 に した ものを査閲させ、 コピー させ る義務 と読み替え る。

第222条 記録の保存場所及び期間

① 以下の条項の下で、会社の記録 は本店、支店、営業所等役員が適 当 と考え る場所 に保

管 し、常時役員の査閲可能の状態 に しておかねばな らない。

④ 第221条 に基づ いて保存 して いる記録 は、

(a)私 企業の場合 には、当該記録が作成 された 日か ら3年 間、及 び
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(b)公 企業の場合 には、当該作成 日か ら6年 間

保存 されなけれ ばな らな い。

○所得及び法人税法

所得及び法人税法 にお いて は、 コンピュー タを利用 した記録保存 に関 して特別の規定 は

見 られない。
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4.5.4フ ラ ン ス

○商法典

フランスでは、商法典 においては、 コンピュータを利用 した記録保存 に関 して特別の規

定は見 られないが、商法典 に関する 「デク レ」において、商人が作成 しな ければな らな い

仕訳帳及 び財産 目録 簿は コ ンピュータ処理された書類(以 下、EDP書 類 と呼ぶ)で 代用

する ことがで きるとの規定 がある。

また、その場合には、証拠 としての保証がで きるよ うに、作成後直 ちに表題、番号及び

日付を付することにな っている。

第1'6条 会計帳簿:作 成 ・保存規定、証拠書類

① 会計帳簿及 び証拠書類 は10年 間保存 しなければな らない。

② 取引の記録及び財産 目録にかかる会計帳簿 は、白地 を残 さず、かっ、いかなる改 ざ

ん もしないで、デ クレに定める条件で作成 し、保存 しなければな らな い。

商法 典 第1条 な い し第17条 の適 用 に関 す るデ ク レ(1983年ll月29日 デ ク レ83-1020)

第1条 会計帳簿:会 計 の手続及び組織に関する説明書類

① 会計の手続及 び組織 に関す る説明書類は、それが処 理 システムの理解や コン トロー

ルの実施に必要で ある限 り、商人が これを作成す る。

② この書類は、それ と関連する会計帳簿(documentscomptables)の 掲示が必 要 とされ

る期間は これを保存す る。

第2条 仕訳帳、元帳、財産 目録簿、EDP書 類

① すべての商人は、仕訳 帳、元帳及び財産 目録簿を作成 しなければな らない。

② 仕訳帳及び財産 目録 簿は、通常の形式で、かつ無料で、商事裁判所書記課又 は必要

あ る場合、商事事件 を裁定す る大審裁判所(tribunaldegrandeinstance)書 記課 に

よ って、商人が登録 して いる登記簿に整理番号を付 し花押をする もの とす る。

③ 前項の規定にかかわ らず、EDP書 類 は仕訳帳及 び財産 目録簿の代用 とす ることが

で きる。 この場 合、 この書類 は証拠 と しての保証がで きるよ うに、作成後直 ちに表題、

番号及び日付を付 さなければな らない。
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【注】デ ク レ(decret)と は、大統領 によって定め られ る命令であ って、法の依託を受 け

てその詳細 を規定す る ものであ る場合 と、法 と同等の権限を有す る場合 とがあ る。

○租税一般法

租税一般法 において は、 コンピュータを利用 した記録保存 に関 して特別の規定 は見 ら

れ ないが、一方で税務当局が税務調査 を実施す るに当た って、会社がEDPシ ステムを

使 って記帳を行 っている場合に は、その分析、 プログラム及 びオペ レー ションに関す る

書類 にまで調査が及ぶ とい う規定があ ることか ら、 コンピュー タを利用 した記録保存 は

認 め られて いるもの と思われ る。

ただ し、 その保存のための要件等 につ いては明文化されて いない。 また、税務当局 は

会社のEDPシ ステム にっいては、特 にハー ドウェアの コン トロール ・テス トを重視 し

ている。

第54条EDPシ ステムを使 って記帳を行 って いる場合 には、分析 、プ ログラム及びオ

ペ レー シ ョンに関す る書類の調査を も行 う。 コンピュータ化 された会計手続の信

頼性を確かめるために、調査官 はデ ク レに定め られ た条件の下で会社 の使用 して

い るハ ー ドウェアの コ ン トロール ・テス トを行 うことがで きる。

1982年12月29日 デ ク レ82-1148

第1条1982年 財政法第97-1条 に定め られているコン トロール ・テス トが、調査上行 われ

る場合には、そのテス トは会社のEDPシ ステムが正常 に機能 してい ることを確 か

め、『当局の調査権 の実施 を助成す るために適 当な 日時を選んで行 う。

会社が希望す る場合には、調査官の同意 の下で、使用 してい るデータ及び ソフ ト

ウェアの写 しを調査官 に提 出す ることがで きる。 この写 しは、デ クレの定め る基準

に従 って会社の提供す るEDP装 置によ って作成 され る。

第2条 第1条 のテス トは、 あ らゆる種類の情報、データ及 びコ ンピュータ処理 に及ぶ。

このテス トは、上記 のあ らゆ る種類の情報 、デ ータ及 び コンピュータ処理が調査対

象期間の会計成果及び税務成 果の算 出、 または租税法 ・一般法 で定 める書類及 び申

告書の作成 に直接 また は間接 的 にかかわる ものであ る。 これ らの情報 は、税務上秘
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密保持の対象 とな る。

第3条 第1条 のテス ト及び写 しの作成 は、調査官の コン トロール下で、会社の専門担当

者 また はその代理人 によって行われ る。

第4条 会社 が コン ピュータ処理の全部又 は一部を情報処理サー ビス業者 に委託 してい る

場合 に は、調査官 が調査権の実施のために必要 と考え るテス トの実行が情報処理 サ

ー ビス業者の事務所で保証 されなければな らない
。 これ らのテス トは、情報処理 サ

ー ビス業者か らの写 しの提供 を含め
、第1条 に従 って実施 され る。

○プラ ン ・コンブタプル ・ジェネラル

フラ ンスで は、1947年 に国家会計審議会(CNC)に よって会計の一般原則であ るプ ラ

ン ・コンブタプル ・ジ ェネラル(PCG)が 制定 され、企業会計 のみ な らず公会計 に も適

用 されて いる。

そ して、1982年 の改正PCGに お いてEDP会 計処 理基準が盛 り込 まれ、 「会計帳簿 に

関す る一般規定」(第1部 第1章 第3節)を 受 けて、同章第4節 に 「コ ンピュータ処理利

用 に関す る一般規定 」 とい う独立 した節が設け られ、EDPシ ステムが具備すべ き6っ の

要件 が明示 された。

1.EDPシ ステムで は、常 にコン トロールのすべての実施可能性 を保証す る ものでな け

ればな らない。

2.EDPシ ステムで は、書面 または他 の証拠能力の認 め られた手段で、 日付順に入力 し

た全 データを後 日の挿入、追加 または削除を防止 した方法で総括 した、番号 ・日付 入 り

の定期作成 リス トを作成 しなければな らない。

3.各 入力デー タの源泉、内容及 び摘要 は、明確 に示 さなけれ ばな らな い。 さ らに、各入

力デ ータは書 面によ る証愚 によって裏付 け られて いなければな らな い。 データが通常証

跡を残 さない手続 で処理 されて いる場合 には、容易に理解で きる書面によ って記録 され

て いなければな らない。

4。 常時 、調査対象の勘定、表及 び情報を再構成す るために上述のデータを使用 し、当該

勘定、表及 び情報の基礎であ る入力データを さかのぼ ることが可能で なければな らな い。

したが って、全ての勘定残高 は、対照勘定の会計仕訳 によ って も検証可能でなければ

な らな い。全ての仕 訳 は、対応す るデータがわかるよ うに参照番号等が付 されていな け

ればな らな い。

一57一



5.コ ン トロールの実施 の際 には、テス トのた めに必要な分析、 プログラム及 び コンピュ

ータオペ レー ションに関す る資料 に接触す る権利が保証 されて いなければな らない。

6.EDP化 され た会計処理手続 は、その安全性 と信頼性 の要請が十分 に尊重 されたかど

うかをコ ン トロールで きるよ うに組織 されていなければな らない。

上記各要件に対する実務的対応

1.EDPシ ステムは、契約上または法規上の義務を強制する権限のある全ての第三者の

要請に合致するように設計されていなければな らない。

〔芸1;㌫ 舞 熟 熟:㌶ ∵ ロー購 しく有効であ〕

2.入 力デー タの 日付順定期作成 リス トの作 成 は、 日付 順 による仕訳 作成義 務を いわば

「議事録」 と して位置づけ るための ものであ り、 この場合、書面 またはマイ クロフィル

ム による記録が入 力記録証拠 として認 め られ るとされて いる。

フロッピーデ ィス ク、磁気 テープまたはデ ィスクのよ うな磁気 データ媒体 は、 これ ら

が恒久的な もの とはいえ ないので認 め られ ないが、光デ ィスクの技術 に関す る問題が解

決 されれば、 この種 の媒体 による方 法 も、 その記録が変質 しな くな るため、認め られ る

と見 られている。

しか し、実務上 は、 この規定の適用が不適 当 となる場合が しば しば生 じて いる。例え

ば、一般会計 におけるインプ ッ トの際 に、いかな る記録 もな しにイ ンターフ ェース上か

らイ ンプ ッ トされ る場合であ る。

3.及 び4.す べてのデータは、書面 による証拠書類によ って裏付け られていなければな

らな いと指摘 してお り、基礎証拠 か ら元帳へ、 また元帳か ら基礎証拠へ とさかのぼれ る

ことを求 めて いるといえる。

しか し、 この要件は、複雑 に構 成 されたアプ リケー ションによ り、 リアル タイムで処

理 され る場合 には、実行が困難であ る。

5.EDPシ ステム利用下で の状況で テス トを行 うためには、あ らゆ るテス ト手段 を実施

で きることが重要で あることを考慮 して定あ られた もので あ り、EDPシ ステム全体の

組織及び運用 は、以下の ような完全 、明確かっ常 に更新 されて いる文書化 を含んでい る

ことが必要 とされている。

① システム解説書:目 的、期待 され る成果、利用資源
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② 分析及 びプ ログラムの諸方法並 びにプログラム開発及び変更の諸手続

③ 実行 されて い るプログラム リス ト(変 更のあ る場合 には、変更を含む)

④ 次 の もの を含 む個別 プログラムに関す る書類

・変更事項 を反映 したプログラムの 目的及 び説明

・処理装置 の実用的で詳 しい分析及 びサ ブプログラム

・プ ログラムの テス トランに関する情報

・プ ログラムの実行 とコン トロールのための説明

・作成 され る リス ト及び情報資料 の見本

⑤ システムの機能及 び使用法並びに個別 プログラムに関する正確 なオペ レー シ ョンマ

ニ ュアル

上記資料 は、後 日、EDPシ ステムの適正性及 び信頼性 の検査を行 う権 限のあ る人が

使用 して、検証で きるように、他の証拠書類 と同様 に保存 しなければな らない。

6安 全性 と信頼性の要請 は、不正及 び誤謬 を防止 した り、かっ、少 な くともで きるだけ

短 い時間内 にそれ らを発見できる組織の確立 を実行 に移 したいとい うCNCの 目的か ら

導入 された もの とされてい る。

また、CNCは 権限の分離の原則 も強調 して いる。

以上の第1項 な い し第6項 の一般的な規定 は、会社 がEDPシ ステムを導入す る際 には、

以下の よ うなあ らか じめ定 め られた基準に見合 った会計及 び財務 システムを購入 または開

発 しなければな らない とい う点を強調 しているよ うである。

・コ ンピュー タに依存 し、 またはこれを利用す る事後の コン トロール可能性

・証拠 と して受 け入 れ られ る形式 によ る会計及 び財務 システムにお ける入力 データの仕

訳記録

・監査証跡 の明確化

・良質 な書類 の整備

・内部統制及 び安全性 に関する諸規則 に適合 した環境下における開発 と実施
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4.5.5カ ナ ダ

カナダの法律、特 にオ ンタ リオ州の法律 では、機械感知的なデータ媒体によ る情報の保

管 または管理 について、個人お よび会社に対 して何 らの義務 も課 していない。 しか しなが

ら、 い くつかの カナダの法令は、個人お よび会社に対 して、彼 らの記録を機械読み取 り式

また はコンピュータ化 した形式 で保管 し、管理す る権利を与 えて いる。

○銀行法

1980年 、 カナダ政府 は、銀行法を改正 した。銀行法改正の第157(4)項(a)は 、次の よう

に述べて いる。

(a)そ の銀行の各顧客にっいて毎 日の、銀 行 とその顧客 との間の取 引の明細、およびそ

の顧客 につ いての銀行の債権 また は銀行によ る債務の残高を示す記録を管理す るもの

とす る。

銀行法の第155条 は、銀行 に対 して、 その本店において、 「十分な企業会計記録」を

含む さまざまな記録を作成 し管理 す ることを要求 している。

第155条 および第157条 にあ る帳簿 および他の記録 とは、 この法 によ り銀行が作成

し管理す るよ う定めてい るものであ る。 これ らの記録は、綴 じているかルース ・リーフ形

式の もの、 または写真フィルム形式の もの、 も しくは、何 らかの機械的 また は電 子的な情

報処理 システムによって入力また は記録 された ものであ る。 ただ し、その情報保管装置 は、

何 らかの要求 された情報を適当な時間内 に、理解可能な形式で再生す ることので きるもの

で なければな らない。ある一つの形式で管理 されている記録 は、別の形式 に変換 されて も

よい ことと し、その後は変換前 の記録 の原本 は破壊 されて もよい こととす る。

○保 険諸法

保険会社 は、連邦 または州の保 険法令によ り規制 されてい る。連邦政府の カナダおよび

イギ リス保険会社法の第132(1)条 お よび外国保 険会社法の第24(1)項 は、保険会社 に関

す る同 じよ うな規定を定めている。それ らの法律 は、記録 および文書が保険会社のカナダ

にお ける主 たる事務所 に、その代表が カナダにおけ る営業につ いての必要 な資料を作成 し、

提供 できるよ うに、保管 され ることを要求 して いる。 しか し、外国保険会社法 は、 「原本

たる」記録 および文書が保管 され る ことを、規定 している。 オ ンタ リオ州の保 険法に は、
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デー タは保険局長 が要求す るよ うな形式そ して業務経験統計報 告書 にま とめ る もの とす る

と規定 している。(第80条)

これ らの連邦および州 の保険法令が制定 された時には、 コ ンピュータは保険業界では使

用 され ていなか った。 したが って、 これ らの法律にある 「帳簿 」および 「記録」 とい うよ

うな用語 は、 コンピュータ化を考慮 していない。法令の用語 は書類 的記録を指 しているが、

電子的記録の保管 を禁止 して はいな い。電子的記録 は、それ らの法律 に基づ く単純 な意味

での記録保管要求 に従 うものであ る。電子的記録に も、それ らの法令 に基づ く法律 的機能

は及ぶ。外国保険会社法 におけ る 「原本 たる記録および文書 」にっいての要求で さえ、 コ

ンピュータ化 された原本記録の保管を除外す るもので はない。

○所得税法

カナダの所得税法 には、 い くつかの記録が管理 され保管 され るべ き もの と して、規定 さ

れて いる。 カナダの所得税法第230条 には、事業を行 うすべての人、および税 を支払 う

べ きすべての人 は、経理上の記録 および帳簿を、カナダにおける営業所 または住居 に保管

す ること、 と書かれて いる。 これ らの帳簿および記録によ って、 カナダ税務局 は、支払 う

べ き、徴 収すべ き、留保 すべ き、 または控除すべき税金 を定め ることにな る。 カナダ税務

局 は、次のよ うな記録を第230条 の 目的の経理上の帳簿お よび記録 と見 な して いる。っ

まり、補助 的な源泉文書 にまで遡及す ることができ、かつ検索で き、読 み取れ るコ ピーを

作 ることのできるシステムによ って支え られている機械感知的なデー タ媒体 に管理 されて

い る記 録である。

十分 に注意 しなければな らない ことは、所得税法に基づ いて、大臣が会計検査を行 うこ

とが で きるよ うに、背景 となる源泉資料 は依然 と して保管 しておかなけれ ばな らな い、 と

い うことである。従 って、総合的な元帳 、注文書、金銭登録機 の領収書、毎 日の経理 な ど

は、 その原形で保管 しなければな らない。照合や検索を考慮 した コンピュータ化 した経理

の保管 および管理 は許 され る。 しか し、それで も、背景 とな る源泉資料 は保管 しなければ

な らない。

○商業法人諸法

カナ ダの会社法お よびオ ンタ リオ州会社法 にはと もに、機械的 また は電子 的データ形式

の記録 の保管を考慮 した規定が ある。 カナダの会社法の第260(1)条 は次のよ うに述べて
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いる。

取締役が作成 し保管すべ きもの と して、 この法律 が定 め る記録 とは、綴 じられてい るか

ルー ス ・リー フ形式 の もの、 もしくは写真フィルム形式 の もの、 または、何 らかの機械 的

あるいは電子的情報処理 システムによって、 もしくは何 らかの要求 され た情報 を、適切な

時間内に理解可能な文書形式で再生で きる何 らかの他の情報保管装置 によ って、入力 され

または記録 された もの、 とす る。

商業法人諸法は、記録の コ ンピュータ化 は許 され るとい うことを、明 らかに している。

○証拠 と しての コンピュータ記録の許容性

も し記録 が コンピュータ化 された形 で保管 されてい る場合 、その記録 はカナダの法廷 で

証拠 として使用で きるで あろ うか。現 在のところ、オ ンタ リオ州 にはコ ンピュータの証拠

の使用 を規定す る特別 な規則 は存在 しない。証拠 に関す る通常の法律が適用 され るであろ

う。 このような性質の コンピュータ証拠 は、二つの タイプに別 れると思われる。一つ は、

コ ンピュータに貯え られた情報の プ リン トアウ ト、 もう一 つ は、 コンピュータに貯え られ

た情報の分析のプ リン トア ウ トであ る。一般的 に言 って、 コン ピュータ証拠 は、補助的な

説明的証拠がなければ十分 には導入で きない。 コ ンピュー タ証拠 を許容す ることへの反対

意見 は、その ような証 拠 は伝聞証拠 になるだろ う、 とい うことであ る。法律 は、 コンピュ

ータ ・プ リン トアウ トを、営業文書 の許容性にっ いての証拠の規則に基づ く 「原本 」だ と

は見 な していない。 コ ンピュー タ ・プ リン トア ウ トは、 ある情報記録の 「末端製 品」であ

り、最初に作 られた記録で はない。

しか しなが ら、 コンピュータによ り作 られた文書 を証拠 と して許容す るために利 用で き

るであろう、い くっかの法 的な営業記録免除項 目があ る。 これ らの例外が存在す るの は、

営業文書や銀行記録 は通常 の営業活動の過程 にお いて作 られ、かっ組織の機構の一部分で

あ るか ら、それ らは正確 に して信頼で きると推定 され る、 とい う理 由によるものであ る。

連邦証拠法 は、カナダ議会 が法的支配力を持つすべての事柄に適用 され、一方、州の証拠

法 は、州議会が法的支配 力を持つ事柄 に関わ って いる。 カナ ダ証拠法第29条 およびオ ン

タ リオ州証拠法第33条 は、 「何 らか の金融機関 に保管 されて いる何 らかの帳簿 または記

録へ の何 らかの入 力の コ ピーは、その よ うな入力およびその中に記録 されている事柄 、取

引、経理の一応の証拠 と して認め る」 ことを許容す る 「銀行記録 」免除に触れて いる。 い

くつかの事件 により、次の よ うな判例 がで きてい る。 っま り、銀行の コ ンピュータに貯え
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られて いる入力の コ ンピュータ ・プ リン トア ウ トは、 この項の、 「何 らかの帳簿 または記

録への何 らかの入力の コ ピー」 とい う文句に当た り、 したが って、 このセ クシ ョンの もと

で許容で きるであ ろ う。カナダ証拠法の第29条 ②項 は、 コンピュータ ・プ リン トアウ ト

記録の証拠 と しての使用を、次の ことが先ず証 明されない限 り、禁止 してい る。つ ま り、

その帳簿 また は記録が、入力作成時において、 その金融機関の通常の帳簿または記録の一

つであ った こと、また、入力が通常の営業活動の過程 において なされた こと、また、その

帳簿また は記録 は金融機関の保護 ・管理 の元 に置かれ、そのような コ ピーはその真正な コ

ピーであ ること、な どである。

法的な 「営業記録」免除項 目は、カナダ証拠法の第30条 お よびオ ンタ リオ州証拠 法の

第35条 に もある。 カナダ証拠法の第30条 には、あ る事柄 に関す る口頭証拠が法的な手

続において許容で きるような ものである場合には、 「通常の営業活動の過程 において」作

成され、かっ その事柄 に関す る情報を含んでいる記録は、証拠 と して許容で きる、 と規定

して いる。 「記録」 という用語は、第30条(12)項 において、情報が書かれ、記録 され、保

管 され、 また は再生 され る何 らかの帳簿、文書、紙、カー ド、テープ、またはその他の も

のを含む、 と定 義 されている。 この定義によれば、印刷 された形での情 報を含む何 らかの

文書 と同 じく、情 報が記録 されまたは貯 え られ る何 らかのテープ、デ ィス ク、また は他の

機械読 み取 り式 の媒体 を も含む ことになろ う。連邦法 とは異 な り、オ ンタ リオ州証拠法 は、

記録は記録 され る取 引と同時に、 または妥 当な時間内に作成 されなけれ ばな らない、 とい

う明確な法的要求を課 している。カナダ証拠法 の第30条(6)項 およびオ ンタ リオ州証拠法

の第35条(4)項 は、法廷が ある記録が作成 された状況を、その記録の重要性を決定 す る基

礎 と して考慮す ることを、認めている。

コ ンピュー タ ・プ リン トアウ トの証拠の許容性 に関す る法律 は、 これ まで裁判所 によ っ

て いろいろ と検討 されてきたが、今の ところ、 コンピュータ ・システムの性質お よびその

システムが データを処理す る方法を示す ために、引証すべ き基礎証拠 が必要 な場合があ る、

と定めて い る。 この規則は、 「営業記録」免除 と 「銀行記録」免除の両方 に適用 され る。

そのよ うな基礎証拠が欠如 してい る場合 には、 コンピュータ ・プ リン トアウ トは許容 で き

ない、 と裁判所 は主張 して きた。裁判所 は、 コンピュータ化 され た記録保存 システムの性

質 に関す る証拠を要求 することもあ る。 これ らの基準のい くつか は、その システムの信頼

性を決定 し、その システムによ って作 られ る文書に与え られる重要性 を決定す るの に、考

慮 され る こともあ る。 これ らの基準のい くっか とは、次のよ うな ものである。
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・入力手続 がその業界の一般的な標準 に適合 して いるか。

・プログラムがデータを正確 に処理 して いるか。

・コンピュー タ ・システムが適 当な人 間の管理下 に置かれて きたか どうか。

・その システムおよびそれに含 まれ る情報へ の不正 な接近を予防す るための手続がで きて

い るか。

・コ ンピュータに記録 された情報 にっ いて、バ ックア ップ コピーが管理 されて い るか、等。

コンピュータで作 った記録の信頼性 を証明す るために、基礎証拠 が要求 された場合 、そ

の証拠 は、その コンピュータ ・システムに詳 しくかつそれに責任を持つ者が提 出すべ きも

の とす る。法廷が会社の コ ンピュータ記録が どの よ うに管理 されてい るかを知 るために、

その会社が その コンピュータにっ いて実用的な用語で書かれ、かっ基本 的な商業的言語で

書かれた小冊子を前 もって作成 してお くことが、望 ま しいであろ う。
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4.6取 引記録 と帳簿保存の実態 に関す る調査

4.6.1調 査の 目的

日本情報処理開発協会 と日本 マイクロ写真協会 は、かねてよ り情 報化の推進に対応 した

制度 ・慣行の改革の一環 として、商法や税法によって民 間企業で保存が義務づ けされて い

る伝票や帳簿の、記録方法や保存期間に関す る規制の緩和を進め るための啓蒙活動 を行 っ

ている。

例えば、あ る大手 チ ェー ンス トアの場合、毎月約500万 枚、年間で は6,000万 枚 の取引伝

票が発生 してお り、 これを5年 間分(約3億 枚)を 書面で保存 す るためやむ を得ず古 い店

舗を文書保管庫 として流用 して いる。 もしこれが監査後マイ クロフィルム化 して7年 間保

存で きれば、負担が大幅 に軽減 され るであろ う。また企業間でEDI(電 子 データ交換)

を行 って も、現行税法で は記録情報は同時に紙 に出力 し保存 しなければ な らず、膨大な紙

資源 と経 費が浪費 されてい る。特に森林資源の保護や企業か ら排 出され る紙 ゴ ミ削減の点

か らも帳票類 の電子情報化 の促進は、喫緊の課題 と考え られる。

本調 査は、 日本情報処理開発協会産業情報化推進セ ンター と日本マ イクロ写真協会 とが

共同 して、株式上場企業を対象 と して取 引記録 と帳簿保存 の民 間での負担実態を定量的に

把握 し、行政 当局に現実 に即 した規制の緩和を訴え るための基礎 データを得 るため に行 っ

た調査 である。

(1)調査対象 ・銀行 を除 く首都圏の上場企業1,360社 の経 理部 門

(2)調査期間;平 成6年1月10日 アンケー ト送付

平成6年2月10日 ア ンケー ト締切

(3)回答数,231社(17%)

(4)回答企業;回 答企業 は様 々な産業 ・業種に概ね平均分布 してお り、特定業種の偏 りは

特 にな い(ア ンケー ト回答業種別分布図を参 照)。 なお、金融業の内、銀

行 は一般 企業 に比べて事務処理が特化 してお り、大蔵省銀行局か ら法定帳

簿の保存方法 にっいて も行政指導 を受け る業種であ るので今回の調査対象

か らは除外 した。
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アンケー ト回答業種別分布図

〔サー ビス〕 不 動産 ・陸 海 空輸

17.0%倉 庫 ・そ の他

〔金 融 業 〕証 券 ・保 険 ・リース

5.0%ク レジット

〔流 通業2〕 総 合 商社

13.0%専 門 商社

そ の 他

〔流 通 業1〕 デパート・スーパー

3.0%そ の他 小 売

そ の 他

・リース

の 他

1…n…i:

、 一 15.0%建 設一

、

、、

〔製造 業

18.0
il
iiiξ

曇i……
棄言iiξiミ総ll≧

≧

一 揃 華iii ,i、…i;"
.r

.i;
れ

ル

売

iii芦 τ

、
、

'r'

一.'〔 製 造 業3-、}蝿 ・・ 一 ＼29
.0%

〔製造業1〕 水産 ・農林 ・鉱業

建設 ・食品 ・繊維

〔製造 業2〕 化学 ・薬 品

石油 ・ゴム
ガラス ・鉄鋼

非鉄金属

〔製造業3〕 機械 ・電気 ・造船

自動車 ・印刷

精密機器 ・その他

注1調 査票回答企業の集計表を参照

4.6.2取 引記録 、帳簿保存 の保存 スペース

現行の商法では、商業帳簿及 び営業に関す る重要書類 の10年 間保存を義務づ けて いる。

また、税法で は取 引記録や法定帳簿類を7年 間、納税地 で保存す る事を義務づ けて いる。

(1)保存 スペース

① ア ンケー ト調査の結果 、帳簿 ・伝票類の保存のために上場企業 は1社 平均で274m2の

スペ ースを使用 して いる事が明 らか とな った。

② 上場企業数2,138社 では合計586千 ㎡の スペ ースを帳簿 ・伝票類の保存の ため に使用

している事 とな った。 これは東京 ドーム13個 分の面積を都心(納 税地)で 使用 してい

る計算 になる。

③ 業種別 で は特 に証券 ・保険 ・リース ・ク レジ ッ ト業界で1社 平均1,300nfの 保 存

スペー スを使用 してお り、一般企業の平均274㎡ に対 し5倍 近 い保存スペース確保の負

担を担 って いる実態が明 らかとな った。 また デパ ー ト・スーパ ー等の小売業で も平均

424㎡ の保存 スペ ースを使用 してお り、一般企業 に比べ50%以 上 の保存 スペースを必要

と している。

なお、保存 スペースの最大値 は保 険業のA社 で、6,000㎡ とな っている。
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製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

サー ビス

平均

業種別平均保存 スペース (1社 当た り)

02004001,200

製造 業1水 産 ・農 林 ・鉱 業 ・建 設 ・食 品 ・繊維

製造 業2化 学 ・薬品 ・石 油 ・ゴ ム ・ガ ラス ・鉄 鋼 ・非 鉄 金 属

製造 業3機 械 ・電 気 ・造 船 ・自動 車 ・印刷 ・精 密 機器 ・その 他 製 造

流通 業1デ パ ー ト・スーパ ー ・その 他小 売

流 通 業2総 合 商社 ・専 門 商社 ・その 他流 通

金 融 業 証券 ・保 険 ・リー ス ・ク レジ ッ ト ・その他 金 融

サ ー ビス 不動 産 ・陸 海空 輸 ・倉 庫 ・そ の他 サ ー ビス

注2東 京 ドーム;建 築 床面 積46千 ㎡(東 京 ドー ム調 べ)

(2)保存 スペ ー スの費 用 換 算

①

1・400㎡

帳簿 ・伝票類の保存の ため に上場 企業が使用 して いる保存 スペ ースを、3.3㎡当た り

東京25千 円/月 、地方15千 円/月(回 答企業平均23.4千 円)の 平均的なオ フィス賃貸

費用で換算す ると、1社 平均で年 間23百 万円も負担 してい る事 になる。

(1社 平均274㎡ ÷3.3㎡ ×23.4千 円 ×12か 月=23,311千 円/年)

② また上場企業2,138社 合計で は、年間で492億 円 もの巨費が 帳簿書類 の保存のために

費や されている計算 にな る。

なお、保存 スペ ースの費用換算での最大値 も上記の保険業のA社 で、年間545百 万 円

の負担 となっている。

(3)書類保存を専門企業へ委託 して いる実態

① 近年、倉庫会社や運送会社が企 業の帳簿書類を保存す る事 業を展開 している。

本調査では30%の 企業が1社 平均で年間6百 万 円の費用 を支 払 って専門企業へ保存

を委託 して いる。
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② 上場企業2,138社 の合計では、年間で128億 円が帳簿書類の外部保存のために費や さ

れて いる計算にな る。

③ 業種別では前項 と同様 に、証券 ・保険 ・リー ス ・ク レジッ ト業界で1社 平均72百 万

円の保存委託費用を負担 してお り、一般企業の平均6百 万 円に比べ12倍 もの高負担 し

て いる実態である。

なお、外部保存委託 費用 の最大値 は保 険業のB社 で、年 間429百 万 円とな って いる。

製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

業種別保存外部委託費用

い ・・7
1.4

1

il

14.o

4.9

0.4

5.5

'
1…ii

5.8

(1社 当た り)

サ ー ビス

平均

製造業1
製造業2
製造業3

流通業1
流通業2
金融業
サービス

0 2 4 6 8 72

水産 ・農林 ・鉱業 ・建設 ・食品 ・繊維

化学 ・薬 品 ・石油 ・ゴム ・ガラス ・鉄鋼 ・非鉄金属

機械 ・電気 ・造船 ・自動車 ・印刷 ・精密機器 ・その他製造
デパ ー ト・スーパー ・その他小売

総合商社 ・専門商社 ・その他流通

証券 ・保険 ・リース ・クレジッ ト・その他金 融

不動産 ・陸海空輸 ・倉庫 ・その他 サー ビス

(4)上場企業が帳簿書類の保存のために負担 している総費用

72.2

74

(百万 円)

以上合計すると、上場企業は自社内で1社 平均274㎡ 、金額換算年間23百万円の保存スペ

ースを負担 し、さらに社外の専門企業に1社 平均6百 万円の費用を支払って帳簿書類の保

存を委託 している実態が明 らかとなった。これらの費用を合算す ると1社 平均年間29百 万

円、上場企業2,138社 の総計 では年間620億 円が帳簿書類の保存のために費や されて いる事

に な る。

なお、総費用の最大値 は上記の保険業B社 で、年 間702百 万円 とな って いる。
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製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

サ ー ビス

平均

製造業1

製造業2
製造業3

流通業1
流通業2
金融業
サービス

業種別保存費用+保 存外部委託費用

44

82

42

81

42

92

11

0 20 40 180

水産 ・農 林 ・鉱 業 ・建設 ・食 品 ・繊 維

化学 ・薬 品 ・石 油 ・ゴム ・ガ ラス ・鉄鋼 ・非 鉄 金 属

(1社 当 た り)

機械 ・電気 ・造船 ・自動車 ・印刷 ・精密機器 ・その他製造
デ パ ー ト ・ス ーパ ー ・その 他小 売

総 合 商社 ・専 門 商 社 ・その 他 流通

証 券 ・保 険 ・リー ス ・ク レジ ッ ト ・そ の他 金 融

不 動 産 ・陸海 空 輸 ・倉庫 ・そ の他 サ ー ビス

(5)帳簿書類 の保存方法 につ いて回答企業か らの コメン ト

191

200

(百 万円)

製造業ではr遠 隔地の工場敷地内の書庫で保存する』との回答が多 く、また非製造業

(流 通 ・金融 ・サー ビス)で はr貸 借倉庫で保存』との回答が中心であ る。

この回答か らも毎年増え続ける帳簿書類の保管場所確保に四苦八苦 している企業の実態

が読み取れ る。

注3帳 簿書類の保存状況についてアンケー ト集計表を参照

注4帳 簿書類の保存方法について回答企業のコメントを参照

4.6.3帳 簿 書 類 の マ イ ク ロフ ィル ム に よ る保 存

現行の商法 ・税法で は例外的 にマイ クロフィルムによる帳簿書類 の保存 を期間の条件付

きで認めてい る。(商 法で は10年 保存の内4年 目以降、税法で は7年 保存の内6年 目以降、

マイクロフィルムによる保存を認 めて いる。)
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(1)マイ クロフィルム利用 の有無

マイ クロフィルムを利用 して いる企業 は13%に 留 まってお り、87%の 企業が利用 してい

な い。その最大の理 由は税法で5年 間 は書面の保存が必要であ るため メ リッ トが少ない状

況で(51%)、 マイ クロ化の コス ト負担が問題(50%)と す る意見が多数を 占めて いる。

(2)当初か らマイ クロフィルムによる保 存が認 め られた場合

当初 か らマイ クロフィルムによる帳簿書類 の保存が認 め られた場 合には、36%の 企業が

マイクロフィルムを利用す ると回答 してお り、既 に利用 して いる13%の 企 業 と合わせ ると

49%の 企業で マイクロフィルムによ る帳簿保存が行われ る可能性があ る。

マイク ロフ ィルムの利用

利用 してい る
13%

利用 して いない
87%

当初から保存が認められた場合

不 明

30%

無同穴 積極的に利用する
%

利用 しない
26%

用す る
30%

計

%

合

36

注5マ イ クロフィルム保存 につ いて ア ンケー ト集計表を参照

注6マ イ クロフィルムを利用 しない理 由にっいて企業の コメ ン トを参照
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4.6.4帳 簿 書類 の 光 デ ィスク フ ァイル に よ る保存

(1)光デ ィスクファイル利用の有無

① 光 ディスクを帳簿書類の保存のために利用 して いる企業 はわずか7%に とどまって

お り93%の 企業が利用 していない。

② 利用 していない最大の理 由にっいては、57%の 企業が現行の商法 ・税法で光デ ィス

クによる帳簿書類の保存を許容 してお らず、せ っか く光 デ ィスク化 して も原本帳簿 を

7年 間、納税地で保存す る事が必要 である事を指摘 している。 また光 ディスクファイ

ル装置 と入力サ ー ビス価格が高 い点 を指摘する企業 も52%に なっている。

(2)光ディスクによる保存が認 め られた場合

米国で は、WORM(一 回だけ書込可能で改ざんが不可能 な)光 デ ィスクについて、法

定 帳簿類の保存が許容 されつつ ある。我が国で も光デ ィス クによる保存が認め られた場合、

38%の 企業が利用す ると回答 して いる。なお不 明 ・無回答の企業が43%も あ ることか ら、

今後、保存方法の規制緩和 と システム価格 ・入力サー ビス価格の低下が進むな らば、急速

に利用が拡大す る可能性が読み取れ る。

光デ ィスクファイルの利用

利用 してい る7%

利用 していない
93%

計

%

合

43

WORMで の保存が認められた場合

… 一ー一… 無 回 答

不 明

40%

6
.

く
病

、

、

珪

疲

1

%3

積極的 に利用す る …
6%

利用す る

32%

利用 しない
19%

注8光 デ ィスク保存につ いて ア ンケー ト集計表を参照

注7光 デ ィスクを利用 しない理由にっ いて企業の コメ ン トを参照

計

%

合

38
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4.6.5コ ンピュータによる会計伝票 ・帳簿類の出力の実態

我が国の現行税法で は、会計 システムをEDP化 して も磁気記録による伝票 ・帳簿の保

存 を認めて いないために、あ くまで もペーパーに出力 して保存す る事が必要であ る。

(1)各社での コンピュータによる会計伝票 ・帳簿類の出力真数

ア ンケー トの回答で は上場企業1社 当た り月間平均15万 頁、年間では181万 頁 もの膨大な

出力数 となっている。業種別で は商社 な どの流通業2と 証券 ・保険 ・リース ・クレジッ ト

などの金融業(銀 行 を除 く)で1社 平均年間480万 頁～600万 頁の出力 と回答 している。

なお、最大値 は商社 のC社 で、年間8,400万 頁 とな っている。

(2)コンピュータによる伝票 ・帳簿の出力経費

① 用紙代 とコンピュータの稼働実 費の合計を1頁5円 として計算す ると上場企業1社

当た り平均9百 万 円/年 、業種別では流通業2と 金融業(銀 行を除 く)で1社 当た り

24百 万 円～30百 万 円/年 の出力経費を負担 して いる。

② 上場 企業2,138社 の合計で は、年 間で192億 円の費用を伝票 ・帳簿の電算出力のため

に負担 している計算になる。

なお、出力経費の最大値 は上記 の商社のC社 で、年 間420百 万円 となってい る。

(3)ちなみ に上場企 業1社 当た り年間 で181万 頁 のペ ーパ ー 出力のため に必 要 な森林 資源

は、直径14cm×8mの パル プ用立木250本 に相 当す る。上場企業2,318社 の合計では1年 間

でパルプ用立木53万 本 の森林資源を消費 してい る計算 にな る。

(4)なお今回の調査 は、あ くまで も上場企業の経理部門か らの回答で あ り、配送部門で作成

す る納品伝票や、信販部門の クレジ ッ トカー ド顧客別請求明細な ど、他部門が主管す る伝

票の 出力真数 を加え た総 出力数 で は、1社 平均 で年 間200万 頁 以上 に な るもの と推 定 さ

れ る。
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コ ンピュータによる会計伝票 ・帳簿の平均 出力真数(年 間)

製造業1

製造業2

製造業3

流通業1

流通業2

金融業

サ ー ビス

平 均

製造業1

製造 業2

製造 業3

流通 業1

流通 業2

金融業
サー ビス

llllll川州111159

124
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1183

481
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1

コ25
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,`` ,1

〃 〃,〃 〃 彩....."ノ 〃... 〃.〃.微一
「

0 100 200 300 400

水産 ・農 林 ・鉱 業 ・建設 ・食 品 ・繊 維

化学 ・薬 品 ・石 油 ・ゴム ・ガ ラ ス ・鉄鋼 ・非鉄 金 属

500

機械 ・電 気 ・造 船 ・自動 車 ・印刷 ・精密 機 器 ・その 他 製 造

デパ ー ト ・スーパ ー ・その 他 小売

総合 商社 ・専 門 商社 ・その 他 流通

証券 ・保 険 ・リー ス ・ク レジ ッ ト・その 他金 融

不動 産 ・陸 海空 輸 ・倉 庫 ・そ の他 サ ー ビス

598

600

(万頁)

注9コ ンピュータによ る会計伝票 ・帳簿のア ンケー ト集計表を参照

4.6.6EDl(企 業間での電子 データ交換)で の取引記録の保存

我が国の現行税法では企業間での電子 データ交換(EDI)で の取 引記録 について も磁

気記録 による保存を認 めていないために、あ くまで もペーパ ーに出力 して保存す る事が必

要 とされている。

(1)上場企業でのEDIの 利用状況

40%の 企業がEDIを 利用 して いる。特 に製造業 と流通業(商 社)で は、50%の 企業が

すで にEDIを 活用 している。製造業 では、関連部品メーカーや販売会社 との受発注のた

め にEDIの 利用が進んで いるもの と思 われ る。

(2)EDI利 用企業の取引記録 の保存方法

EDI利 用企業の91%が 現行税法の規制のために取引記録をペーパ ーで出力 している。

またCOM(コ ンピュータ情報を直接、高縮率のマイ クロフィル ムへ 出力)に よ る保存は
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利用企業の7%、 光 ディスクによる記録 は5%に とどまっている実態である。

なお、磁気記録で保存 と回答 した企業が39%あ るが、 これ はペーパ ー出力 と並行 して磁

気記録 で も保存 してい る意味 と解 され る。

(3)EDIを 利用 していな い理由

EDIを 利用 していない企業にその理由を質問 した ところ、取 引記録をペーパーに出力

して保存す る事が必要でメ リッ トが少 ない と回答 した企業が24%、 税法で明確 に許容 され

ていない事を理 由とす る企業が17%、EDI自 体 の必 要性が少 ない企業が73%と なってい

る。

EDlを 利用 していない理由
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注10EDIの 利用 と記録保存方法のア ンケー ト集計表を参照

注11EDIを 利用 しない理由にっいて企業の コメ ン トを参照

4.6.7COM(電 算情報 を直接、高縮率マイク ロフ ィルムへ出力)の 利用状況

COMに つ いて は膨 大 な取 引記録の保存 が必要 な銀行 で は、概 ね100%利 用 され て い

るが、一般企業では税務当局が明確に許容 しないため補助簿や管理帳簿などの限定的な利

用にどどま ってい る状況であ る。
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(1)COM利 用 の有無

①COMを 電算 出力 帳簿の保存やEDI取 引記録の保存のために利用 している企業 は

16%に とどま って お り84%の 企業が利用 していない。

② 利用 していない最大の理 由にっいては、37%の 企業が主要簿につ いてはペ ーパ ーと

の並行 出力が必要で メ リッ トが少ない点を指摘 して いる。 また31%の 企業が 当初か ら

COMだ けで保存す ることを税 法が明確 に許容 して いない点を上 げて いる。

.(2)COMに よる保存が認め られた場合

最 も低 コス トの可視媒体であ るCOMが 明確に許容 された場 合、36%の 企業が利用す る

と回答 している。すでにCOMを 利用 している企業16%を 合わせ ると、銀行以外の企業で

も52%の 上場企業にCOM利 用が拡大す る可能性が読 み取 れ る。

COMの 利 用

利用 して いる
16%

利用 して いない

84%

明

%

不

43

計

%

合

46

COMが 許容された場合

無同友 積極的に利用する
%

利用 しない
18%

用す る
26%

計

%

合

36

注12COMの 利用 についてア ンケー ト集計表を参照

注13COMを 利用 しない理 由にっ いて企業の コメ ン トを参照

4.6.8取 引記録 と帳簿保存の規制緩和 に関す る上場企業の意見 と要望

今回の調査 目的 は、取 引記録 と帳簿保存の民間企業 での負担の実態を具体的 に把握す る

ことにあ るが、併せて各企業の本テーマに対す る意見や要望 も調査 した。

その結果、以下の よ うな貴重 なr企 業の生の声』が多数寄せ られた。

(1)保存期間の短縮 を求 め る意見

①r3年 間保存 に短縮化、又 は税務調査が終了 した帳簿類 は廃棄可能 とす る』要 望が

圧倒的に多数を 占めて いる。 それ以上古い帳簿類 はr必 要 なケースがな い』か らであ

る。
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②r主 要簿は全期間保存すべ きであ るが、請求書 ・納 品書 ・入 力原票 などの原始記録

類は会計監査法人が監査 し主要簿 に反映 しているのだか ら、3年 保存で十分である』

との意見 も寄せ られた。(保 存書類 の厳選)

③ いずれの意見 も、保存 スペースの確保がで きない事 と保存費用の負担の点か ら、保

存期間の短縮を訴えて お り、 ここに寄せ られた要望 は企業の切実 な生の声であると思

われる。

(2)保存期間の統一を求め る意見

① 商法では10年 間、税法で は7年 間の保存が義務づ け られてい るが、期間の短縮化 と

同時に、保存期間の統一を求め る声が寄せ られた。

② なお紙以外で唯一認 め られてい るマイ クロフィルム保存 にっ いて も、商法では3年

目を経過 してか ら、税法 では5年 目を経過 してか らと許容条件が異 な って いる。

③ 保存期 間が法律 によって異 な っていることはr実 務上非常 に面 倒』 との指摘が多数、

寄せ られた。

④ 各企業の要望はr商 法 と税法が足並みを揃えて規制緩和を行 って頂 きたい』 との点

に集約 され る。

(3)保存対象書類の範囲の明確化を求める意見

保存するべき帳票や営業に関する重要書類の定義が曖昧であるため、保守性の原則か ら

判断に迷う書類 も全て10年保存 している現状を訴える声 も寄せ られた。

(4)当初か らマイ クロフィルムによる保存の許容を求め る意見

① 増え続け る帳簿書類 の保存 スペ ースの確保 に大変苦労 してお り、商法 ・税法両面で

r当 初か らマイクロフィルムによる保存を切望す る』 との意 見が多数 寄せ られて いる。

② マイ クロフィルム記録 は、実績 があ り判例 で も文書性が認め られてい る記録方法で

あること。 しか もボタ ンーっで帳簿記録の検索が可能であ るので、r昔 なが らの会計

帳簿をた どるよりもか え って整然かつ明瞭であ る』 との意見で ある。

③ また業界 に対 しマイ クロフィル ムの取扱の簡素化 と低価格化 を求 める意見 も寄せ ら

れた。
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(5)当初か らCOMに よる電算出力保存の許容を求め る意 見

① 一部 の補助簿 にっ いて は許容 されていると解釈 してCOMに よる保存 を行 ってい る

が、明確 な国税 当局の見解がないので不安であ る。

② 電算出力をCOM化 して も、税務調査のためだけにペーパ ーに重複 出力を行 ってい

るためメ リッ トが少 ない。数年 に1度 の税務調査のために膨大な コス トをかけてい る。

③COM化 は何度 も検討 されたが、その都度 フィルム とペ ーパ ーの重複 出力の問題 で

駄 目になる等 々、直接マイ クロフィルムへ出力 して保存す るCOMの メ リッ トが生 か

せ るよ うな規制の緩和を求める意見が寄せ られた。

(6)光デ ィスクや磁気 記録による保存の許容を求め る意見

①EDP会 計によ り手書 き伝票が激減する中で、 コ ンピュータ作成の帳簿類 もペ ーパ

ー保存を義務づ け るのは違和感が ある
。技術進歩 に応 じた規制緩和が必要である。

② 高度情報化社会 において フロッピーディスクやCD-ROM、 磁気記録による保存

を認めないのは時代遅れであ る。

③ コ ンピュータの高度利用 によ り生産管理など勘定系以 外の業務 は大幅に効率化が進

んでい るが、勘定系(会 計)処 理は原票 と原本によ る保 存が障害 とな って抜本的な シ

ステム化が進 まない等 々、ニ ューメディアによる記録保存 を求め る声が多数寄せ られ

た。

(7)その他 の意見要望

① 現行税法では帳簿記録 を納税地 で保存す ることを命 じて いる。実 際には遠隔地 の事

業所や外部倉庫 に保存委託 し、税務調査の都度取 り寄せて いるケースが多いよ うで あ

る。

特 にr消 費税導入以後 は明細表が増加 し保管場所 の確保 に苦労 して いる』 ために保

存方法や期 間の規制緩和 にあわせて、保存場所につ いて も実態 に則 した規制緩和が望

まれている。

② 本 テーマに関 してr現 状で不便を感 じていない』r事 業規模が小 さ く特 に規制緩和

を必要 と しない』 とい った消極 的な意見は、わずか5社(2%)に す ぎなか った。

98%の 企業か ら帳簿保存 に関す る規制緩和を求め る切実な声が寄せ られた。

注14企 業か らの帳簿保存 に関す る意見要望を参照
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4.6.9以 前 に帳簿記録の規制緩和を行政 機関に要望 した具体例

93年3月 にチ ェー ンス トア協会の ア ンケー ト調 査で、商法 ・税法での保存期 間の統一 と

短縮化を要望 した例が報告 された。

注15以 前 に規制緩和を要望 した具体例 を参照

4.6.10商 法 ・税法以外で改善す るべ き課題

商法 ・税法以外の法律で行政機 関への届出や保存 義務が あり、かつ情報化の進展に見合

った制度 ・仕組み に改める必要が ある と思われ る項 目にっ いて調査 した。

(1)繊 維業界の製造業か らは賃金台帳、建築関係の諸届けや点検表 ・法定検査表 、株主総

会や取締役会 ・監査役会 の議事録、産業廃棄物処理 に関わ るマニ フェス ト伝 票(積 荷 目

録 ・管理票)が 指摘 された。

② 化学業界 の製造業か らは雇用保険関係の保 存書類、保険業の収支明細が報告 されてい

る。

(3)薬 品製造業か らは薬事法で定め られた臨床試験のケースカー ドが報告 されている。

(4)流 通商社か らは雇用保 険の被保 険者 に関す る書類 ・従業 員カー ド、健康保 険 ・厚生年

金 に関す る書類、証取法による企業開示情報が報告 されている。

(5)陸 上輸送業界か らは運輸省への輸送実績報告書 のFD化 の要望が報告 されてい る。

(6)コ ンピュータソフ ト業界か らは社会保険に関す る月額算定基礎届けが報告 されてい る。

注16商 法 ・税法以外で改善す るべ き課題の具体 例を参照
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4.6.11ア ン ケ ー ト集 計 表

調査票回答集計表

/ 1 2 3 4 5 6 7

A 製造業1
34

水産 ・農林

1

鉱業

1

建設

24
食品

3
繊

5
製紙

0 /
B 製造業2

42

化学

19
薬品

5
石油

3

ゴム

5

ガラス

1

鋼
5

非鉄金属
4

C 製造業3
67

鰍
15

電気
16

造船

1

自動車

7
印刷

4

精密機器
9

その他

15

D 流通業1

7

デパ ー ト

1

ス ー パ ー

2

その他小売

4 / / / /
E 流通業2

31
総合商社

4
専門商社

23
その他流通

4 / / / /
F 金融業

11 /
証券

2
保険

4
リー ス

2

ル ジット

2

その他

1 /
G サ ー ビス

39

不動産
5

陸海空輸
14

倉庫
3

通信
0

継
0

電気ガス

0

その他

17

合
計 231 45 63 43 17 12 15 36

注:表 中の数字は、回答社数を示す。

調査対象1、2部 上場会社

調査票発行総数:1,360社

回答数:231社(2月23日 時点で締切)

回答率:17%
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帳簿書類の保存状況についてアンケー ト集計表

業 種 回答数
保 存 ス ペ ー ス 保 存 費 用 保 存 外 部 委 託 費 用 合計

(A)+(B)
千円㎡

平均
㎡ 千円

平均(A)千
円 千円

平均(B)
千円

製造業1 34 12,078 355 928,816 27,318 24,133 710 28,028

製造業2 42 10,935 260 929,788 22,138 56,538 1,346 23,484

製造業3 67 11,611 173 943,054 14,075 266,865 3,983 18,058

流通業1 7 2,970 424 270,000 38,571 38,220 5,460 44,031

流通業2 31 6,547 211 585,152 18,876 151,437 4,885 23,761

金融業 11 14,360 1,305 1.305455 118,678 794,664 10,000 128,678

サービス 39 4,740 122 422,513 10,834 16049 412 11,245

合 計
全 平 均 231 63,241 274 5,384,778 23,311 1,347,906 5,835 29,146

マイクロフィルム保存についてアンケー ト集計表

業 種

マ イ ク ロ フ ィ ル ム 利 用 し て い な い 理 由 当初からマイクロフィルムによる保存が
認められた場合

利用 し
ている

利用 して
いない

5年間
書類保
存必要

コス ト

負担大
現物で
十分

その他
積極的に
利用する

利用す
る

利用
しない

不明 無回答

製造業1 3 31 16 18 15 0 1 11 8 8 6

製造業2 5 37 21 18 21 3 4 10 11 14 3

製造業3 9 58 31 31 22 4 3 20 20 19 5

流通業1 1 6 4 3 0 1 1 3 0 3 0

流通業2 4 27 11 10 14 2 3 12 5 11 0

金 融 業 7 4 3 3 0 0 1 5 1 3 1

サー ビス 2 37 15 17 19 2 2 8 16 10 3

合 計 31 200 101 100 91 12 15 69 61 68 18

比 率% 13% 87% 51% 50% 46% 6% 6% 30% 26% 29% 8%
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光ディスク保存についてアンケー ト集計表

業 種
光 デ ィ ス ク 利 用 し て い な い 理 由 WORMで の 保 存

利用し
ている

利用 して
いない

法で
不許容

コス ト

負担大
現物で
十分

その他 積極的に
利用する

利用す
る

利用
しない

不明 無回答

製造業1 2 32 17 17 14 2 0 7 7 17 3

製造業2 3 39 19 17 20 2 6 8 7 21 0

製造業3 5 62 40 36 19 6 4 24 18 20 1

流通業1 1 6 4 5 0 2 0 2 0 4 1

流通業2 3 28 19 15 10 2 1 17 1 12 0

金 融 業 2 9 6 5 1 1 2 6 0 3 0

サービス 1 38 16 16 18 2 1 10 11 16 1

合 計 17 214 121 111 82 17 14 74 44 93 6

比 率% 7% 93% 57% 52% 38% 8% 6% 32% 19% 40% 3%

コンピュータによる会計伝票 ・帳簿のアンケー ト集計表

業 種 回答数
コ ン ピ ュ ー タ に よ る 会 計 伝 票 ・ 帳 簿 の 作 成

月間真数
万頁

平均
万頁

年間頁数
万頁

平均
万頁

費用
千円

平均
千円

製造業1 34 166 5 1,999 59 99,930 2,939

製造業2 42 431 10 5,191 124 259,530 6,179

製造業3 67 958 14 10,930 163 546,480 8,156

流通業1 7 107 15 1,278 183 63,900 9,129

流通業2 31 1,238 40 14,913 481 745,645 24,053

金融業 11 549 50 6,582 598 329,100 29,918

サ ービス 39 75 2 992 25 49,600 1,272

合 計
全 平 均 231 3,523 15 41,884 181 2,094,185 9,066
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EDlの 利用 と記録保存方法のアンケー ト集計表

業 種

EDI EDI利 用 後 の 保 存 方 法 EDIを 利 用 して い な い 理 由

利用し
ている

利用 し
ていな
い

ペーパーに

出 力

COM
に出力

光 ディスク

CD-ROM

に 出 力

輸
記録

その他 書面記録
保存必要

法で
不許容

必要性
なし

その他

製造業1 9 25 7 0 0 2 0 5 2 23 1

製造業2 21 21 20 3 1 10 δ 3 2 15 0

製造業3 30 37 28 2 3 9 0 9 8 25 4

流通業1 3 4 3 0 0 2 0 3 3 1 0

流通業2 16 15 15 0 1 8 0 7 4 9 1

金 融 業 6 5 5 1 0 3 0 0 1 3 1

サー ビス 7 32 6 0 0 2 0 6 4 26 0

合 計 92 139 84 6 5 36 0 33 24 102 7

比 率% 40% 60% 91% 7% 5% 39% 0% 24% 17% 73% 5%

COMの 利用についてアンケー ト集計表

業 種

COM COMを 利用 して いない理 由 COMが 許 容 さ れ た 場 合

利用 し
ている

利用して
いない

書面記
録保存
腰

法で
不許容

必要性
なし

その他 積極的に
利用する

利用
する

利用
しない

不明 無回答

製造業1 2 32 14 8 18 0 2 6 4 21 1

製造業2 6 36 16 15 18 1 7 9 7 17 2

製造業3 9 58 20 20 26 2 5 20 12 29 1

流通業1 0 7 3 3 2 2 1 2 1 3 0

流通業2 7 24 8 4 10 4 3 8 5 13 2

金 融 業 10 1 1 1 0 0 5 4 1 1 0

サー ビス 2 37 11 9 24 1 0 11 12 15 1

合 計 36 195 73 60 98 10 23 60 42 99 7

比 率% 16% 84% 37% 31% 50% 5% 10% 26% 18% 43% 3%
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4.6.12回 答企業 の コメ ン ト

帳簿書 類の保存方法 について回答企業の コメ ン ト (コメ ン トは原文のまま掲載)

・工場 内に保管倉庫 を保有(余 裕 スペース有 り)

・マイ クロ保存

・事務所 の一部 と寮 の一部を書類保管場所 に している。

・自社 倉庫 の一部 を利用(94 .5平 方 メー トル)

・東京地 区以外の支社、支店15平 方 メー トル。工場は 自社所有のため計算外 と した。

・行 っていない。

・工場 で保管

・一部本社事務所内及 び工場敷地内に建てた書庫倉庫

・事業所の遠隔地の施設を使 って税務調査終了後の書類 を保管 している。費用 は移動運送

費 ・整理のための人件費など。

・工場倉庫を活用

・工場敷地内書庫 に保管

・敷地内書庫 に保 管

・工場の一隅にプ レハ ブの倉庫を設置その中に書類 を保存、外部委託 と併用

・倉庫を賃借 して、パ レッ ト積みで保管

・当社の支社 の倉庫 にて一部保管

・物流セ ンター内他書庫

・本社及 び支店倉庫 にて保管

・当社賃借倉庫の一部 を利用

・古 い倉庫 を借上(大 阪 ・東北、他)

・自社倉庫での保存

・賃借倉庫 に保管

・自社内の倉庫 を使用(土 地建物 は自社所有)

・当年度を含めた約3年 間は、事務所 スペースに保管 して いる。
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マイ クロフ ィルムを利用 しない理由について企業の コメ ン ト

・詳細(マ イ クロフィルム、法律上の制約)に っいて認知 して いな い。

・マイクロ化が面倒 である(証 愚書類 は大 きさがまちまちであるため)

・COMを 利用 してい る。

・入 力に手 間がかか る。見 たい時にす ぐ見 られな い。

・検討中です。

・検討 した ことが無 い。

・実務及 び監査等 の関連で一度 は必ず出力 しなければな らない。

・コンピュータ帳票以外 は、マイクロ化 に時間を要す る。検索回数 が少な い。

・株式業務 のみ委託会社でマイ クロ化

・まだ検討 して いない。

・光 ディス ク等、 より便利 な ものが 出て くると考え られる。

・面倒であ る。

光デ ィスクを利用 しない理由について企業の コメ ン ト

・検討 して いる。

・試験的に、会議議事録等で利用を始 めて いる。

・光 ディス クにっ いてよ く知 るものが いない。

・初期の光デ ィス ク装 置のため、取扱 が複雑であ り活用 に至 ってお りません。

・今後検討 したい と考えている。

・ハー ド及 びソフ トの変 革等、内容 が読 み取 れな くな る不安があ る。

・全社的な対応が必要だが未だ検討 して いない。

・検討 した ことがない。

・実務及 び監査等の関連で一度 は必ず 出力 しなければな らない。

・入 力手間等 の問題

・コンピュー タ帳票以外 は、光デ ィス ク化 に時間を要す る。検索 回数が少 ない。検索機械

が高価なため、台数が限定 され る(一 人位 しか利用で きない。)

・検 討 した ことがない。

一84一



・規制 によ り保存が認め られて いな い
。

・まだ検討 していない。

・導入検討中。

・現在の ところ検討 中。

・近 い将来、利用す る。

EDlを 利用 しな い理 由について企業の コメ ン ト

・データ処理態勢がで きていない。

・一部 、データを フロ ッピー渡 ししてい るケース もあ る。

・利用 を検討中。

・各企業 とのEDP連 係が確立 して いない
。

・現在検討中

・検討 していない。

・cost-performanceの 点か ら

COMを 利用 しな い理由につ いて企業の コメ ン ト

・MT保 存

・端末 による検索 システムを構築 した
。

・実務及 び監査等 の関連で一度 は必ず 出力 しなければな らない
。

・光デ ィス クに移行

・現在検討 中

・コス トが高 い

・10年前迄COMに 出力 していたが未活用 、ハー ドの老朽化他で役 に立たぬ

・自社 ホス ト対応

・検討 して いない。

・準備が出来 ていない。
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企業からの帳簿保存に関する意見要望

○期間短縮

・税務申告書、B/S、P/Lに っいて は10年 保管 として他の資料は5年 保管で十分で は

ないか と思われ る。

・商法上の10年 間保存を税法上の7年 間 に合わせて ほ しい。

・保存期限の短縮

・保存期間の短縮

・保存期間の短縮化を望 む。

・商法 ・税法 とも現行保 存年限を もっと短縮 して ほ しい。

・税法 に係わ る取 引記録や帳簿はボ リュームが大 きいので書類での保存期 間を3年 程度 に

短縮 して もらいたい。

・税務監査、税務調査が終了 した ら、10年 経過 していな くて も廃棄で きるよ うに して いた

だ きたい。

・税法の場合 、3年 または、調査が終 了 した年の帳簿等は、廃棄が可能 とす る。

・保存期間の短縮及 び記録 媒体の緩和(光 デ ィス クフ ァイル装置等)を 要望

・伝票、帳簿類保有期間の短縮

・税務調査終了年度以前分の保存の扱 い

・マイクロフィルム並 びに光デ ィスクの証拠能力を認 め、極力ペーパー レスを促進すべ き

と思います。保存スペ ースの問題 は深刻であ り、実務上で は2～3年(税 務調査の対象

期間等)の 保存で も充分 と考えます。

・取引の増加及 びシステムの導入に伴 い、伝票及 びコ ンピュータ打 出帳簿が増大 して いる。

保存スペ ースに も限度 がある処か ら帳票類の保存期間を短縮す るよ う規定を改定 して も

らいたい。

・原本保存期間が1年 半 に短縮され、他の記録につ いて はマイ クロフィルムでの保存が認

め られ るよ う、早期 に原本主義が規制緩和 され ることを望む。

・帳簿 ・伝票等の保管 コス トがかな りかか る こと、及 び保管 スペースの少なさ等か ら、保

存義務期間の短縮を希望す る。マイ クロフィル ム等の使用が可能で あって もコス トはか

か るため、保存義務期 間を3年 位に して もらいたい。

・商法 と税法 との整合性 を図 りっっ、保存期間の短縮 と、マイクロフィル ム化等への保存

一86一



・保 存期 間 も見直 され るべ きであ り
、行政や法律が経済活動 や技術革新 に追 い付 いて いな

いたあ大変不合理で ある。

・会計帳簿等記録の主体をなす もの は前記保存が必要であ ると思われ るが
、基礎資料、関

連 資料等 は3年 間程度の保存で充分で はないかと考え る。

請求書、納 品書、入力原票等 は会計監査人等が監査 していることを勘案すれば適切 に総

勘定元帳等主要 な ものに反映 していると考 え られ ます。 これ らを破棄で きれば、数分の

1の スペースで充 分保管で きると思われ る。

・電子記録 にす る ことに意義があ ると思えない
。保存期間を短縮、保存書類 を厳選 限定 す

ることが重要 と思 う。

・マ イクロフィルム、光 ディスクで1年 目より保 存す ることが認 め られ るとよい。保管 ス

ペース、作業面 よ り効果 は大 きいと思われ る。一方、マイ クロフィルム、光 デ ィス ク等

の費用の面 もあ り事務処 理面か らも人手を介 さない等の費用対効果を確認 したい。

・商法、税法で マイクロフィルムによ り保存す る事が認 め られて いる条文(又 は根拠 とな

る法令)が どこにの っているのかをお教えいただければ と思 います。

・当社の場合 年間の出力枚数が さほど多 くないため
、現状で は帳簿 とい う形で何 とか しの

げそ うです。 しか し、帳簿保存期 間が10年 と長 いこと、今後新たな帳簿を作成 す ること

を考え合 わせ ます といっか はパ ンクしそ うです。

確かに税務調査 、監査が終われば過去 の書類 はそれ ほど重要視 されず、倉庫 内に眠 って

いることを考え ます と、法定の3年 や5年 とい うので はな く、監査や税務調査終 了後 く

らいにす る方が良 いと思 います。

また、帳簿 と して保存す るもの も仕事上過去 データと して必要 と思 われる程度 にすべ き

であると思 います。 さらに、保存 の方法 もコンピュータ入力データを保存 し、 出力す る

場合 に計算 をかけて出力す る方法が良い と思われ ます。

・保存期 間を短縮 して もらいたい
。税務調査を終えた帳票類 は、その後 ほとん ど見 ること

がない。保存期間 を短縮す ることによ り、保存に関す るコス ト削減がで き、企 業収益 も

上が り税収 も向上す る。又、限 られた土地を有効活用す るために も保存期 間を短縮 して

もらいた い。
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○期間統一

・商法、税法 の保存期限統一

・商法、税法上の帳票保存期間の統一化が必要か と思 う。

・商法 と税 法の保存年 限は同一 に して ほ しい。

・最後 に、商法 と税法で定 め られてい る保存義務の年数が異な って いるの は実務 上非常 に

面倒であ り、 これに関 して は是非、統一 していただ きたい。

・商法 ・税法の保存期間を統一 して ほ しいと思い ます。 また、一般に7年 、10年 保存 は、

その社 内で の扱 いは永久保存 にな って いる様子です。

・税法上 の保存義務帳票 と商法上 の保存義務帳票で保存期間が異 なって いるので、 同 じに

して もらいたい。(但 し、短 い保存期 間の方 に変更)

・用紙サ イズを国際化に対応 してAサ イズに して もらいたい。

・資源の無駄 ・環境破壊の防止、 ゴ ミの減量のためマイクロ化 ・COM化 ・COD化 され

て いるものは、紙を不要 と して もらいたい。

○主として法定帳簿の明確化

・商法36条 に規定 され るr商 業帳簿お よび営業 に関す る重要書類』が具体的 に何を さすの

か明確 に して ほ しい。

・保 存帳票名が曖昧な為、保存判断 に迷 った場合保存を選択 して いるので 、帳票名を明確

に して もらいたい。(特 に商法)

○ マ イ ク ロ フ ィル ム

・帳票 の保管 スペースが問題 にな ってお り、早急 にマ イクロフィルム等での保存を許容す

べ きであ る。

・商法 ・税法 に係わ る取 引記録 と帳簿 の保存期間の短縮 と、当初 か らのマ イクロフィルム

で の保存を認 めて欲 しい。

・全面的な マイクロフィルム化及 び保 存面積 の縮小

・税務面での マイクロフィルムによる保存の許容等 を含めて、書面によ る保存期 間の短縮
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等の緩 和を認めて欲 しい。他方 マイクロフィルムの取扱方法 の簡素化 、 コス トダウン等

業界にて取 り組んで欲 しい。

・書面 にて長期 に保管の場合
、外部の保管委託会社への出費等、多大 な コス トがかか り、

また、倉庫 の管理に多大 な工数 を使 うため、書面にての長期保存の短縮化又は、書面保

管 よ りマイ クロ保 管への移行を強 く要望 いた します。

・現在、子会社の倉庫 を書類保 存場所 とす る方向で検討 中です。保存 コス トももちろんで

すが保存 スペ ース確保 に大変 苦労 してお り、商法 ・税法 と も当初 よ りのマイ クロフィル

ム等での保存を許容す るとい う規制緩和の実施を是非希望 します。商法 ・税法の どち ら

かのみの緩和では、結局書類 の保存が必要 となるため、両方 での同時緩和が必要です。

また当社 はコンピュータによ り会計処 理を行 っていますが、原始伝票(振 替伝票)の ペ

ーパー出力が義務づ け られて いるため(年 間約48万 枚)
、ペ ーパ ー レス化への阻害要因

とな っています。

・コンピュータやマ イクロ写真 による記録 は
、その ままでは見 る ことがで きず、明瞭性 を

欠 くよ うに も思われがちであ るが、現在で はプログラムや システムが確立 してお り、 ボ

タ ンーっで会計記録 の検索が可能 であ るなど工夫 もされてお り、昔なが らの会計帳簿を

たどるよ りもかえ って整然かつ明瞭で あるように思 う。

商法32条2項 で も、公正な る会計慣行を甚斗酌す るよ うに定め られてお り、 コンピュー タ

やマ イクロ写真 による会計記録が普及 している現在、 コ ンピュー タやマイ クロ写真の記

録 は適 法な もの と言え るだろ う。

・商法:会 計監査 に必要 な場合 は約1年 間のみでそれ以上古 い書類 は必要 なケースが ない。

税法:税 務監査に必要 な場合 は約2年 間のみでそれ以上古 い書類 は必要なケースが ない。

保存期間が過 ぎると自動的 に処分 して お りその間の保存 に係わ るスペース等無駄であ り

マイ クロフィルム等での保存が許 され るようになれ ば良 い。(最 低直近 の2年 間を除 い

て)

・商法 ・税法が足並みをそろえて
、2年 経過後 はマイクロフィルムによ る保存を認めた ら、

日本 のほ とん どの企 業が マイ クロフィルムによる保存を行 うで しょう。
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OCOM

・商法 ・税法上、COMあ るいはマ イクロフィルムによ る保存が認め られて いるが、文書

による一定期間の保存が前提 とな っている。 この点 、 もう一歩進め、全面的 にCOMあ

るいはマイ クロフィル ムによる保存が可能 となるよ う要 望 したい。

・当社では、会計帳簿 ・証愚類にっ いて、一部COMを 活用 しています。実務上 はCOM

を活用 して業務 を行 って いるにもかかわ らず、法人税法等の要請 に基づ く原本保存義務

(7年 又 は5年)が あ る為、税務調査の為を 目的 と して新 たにハー ドコ ピーを一式 出力

し、タイ トル表示、イ ンデ ックスの作成、製本を行い、専用保存箱を用意 し、且 つ、専

用の保存スペースを物流倉庫 の一角 に設 けて います。

又、毎年、保存義務期 間を経過 した帳票類 は、有償で廃品処理業者 に焼却処分 を依頼 し

て お り、数年 に1度 の税務調査の為 に莫大な無駄 を コス トをか けてお ります。又、CO

Mと ハー ドコピーの重複保存 を考慮す ると、COMの 導入 も積極的に行 い難 いこともあ

ります。

以上を鑑み、早急 に原本保存義務 を緩和 し、COM保 存を認知すべ きだ と考 えます。

・COMに よる記録保存 につ いて は、商法 ・税法で許容 されて いる、との解釈 を して、一

部の補助帳簿についてはすで にCOM化 を実施 してい るが、国税当局か らCOMに よる

保存 は適法 とす る旨の正式見解が未だ出されていないため、不安を感 じて いる。

COMに よる記録保存が明確 に許容 されれ ば、補 助帳簿 にっいて は、基本的 にすべてC

OM化 を実施 したいと考えてい る。

・ぜ ひともお願 い したい。COM化 などは何度 も検討 されたが、その都度、二重 出力の壁

で駄 目になって しまう。

・増加の一途 を辿 る、EDP出 力帳票について は、規 制緩和が実現す るな ら(そ の範 囲は

問題であ るが)、COM等 の活用範囲の増大 は、 コス ト削減 、省 スペース等 々の ような

メ リッ トが見込 まれ るの は確 かではあります。

○ マイクロフ ィルム と光 デ ィスク

・商法 ・税法上規制が緩和 されれ ば、 マイクロフ ィルム、光デ ィスクの利用 を前向 きに実

施 したい。
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・EDP化 が進む にっれ
、会計データの様 々な編集が現在可能 とな ってお り、パ ソコンま

たは手計算 による会計デー タの編集工数 を削減すべ く当社 と して も、EDPに よる0/

P帳 票の利用を進めて きた。

結果 と して、紙 と して0/Pさ れる紙 の量 は増えっづけ、現在 のところ保管場所 はパ ン

ク寸前 なのが現状 であ る。

紙 と してのO/Pか ら端末画面 による会計データの検索 も進 めて いるが、対応が追 いつ

かず、保管帳票 は依然 と して増 え続けて いる。

このよ うな理 由によ り、 マイ クロフィルム、 または光 デ ィスクの利用の必要性 は避 けて

通 れない問題で あ り、行政側の早急 な対応 を期待 したい。

・帳簿保存か らマイ クロフィル ムや磁気媒体での保存が早 く認め られれば コス ト低減 に役

立っ と思います。

・現状で は税務調査で用がな くな った資料 しか
、マイ クロフィルム化等の紙以外 の媒体 で

の保存を認めて いな いため、せ っか く低 コス トの新 しい保存手段が出回 るよ うにな って

も、使 うメ リッ トがない。税法 ・商法の時代錯誤的な規定 を改め、早急 にマイ クロフィ

ルム、光 ディス ク等 での帳簿 ・伝票の保管を認 めるべ きである。

・光デ ィスク、マイ クロフィルムによる保存を積極的に進 めるべ き。検索等が早 くな り便

利。

・紙 による記録 の良 さは誰 しも認め ざるを得 ないと考 えます
。 しか し、同時 に紙 はか さば

るので、結局古 い記録 は手元 に保管で きず、遠方の倉庫な どに保管す ることにな ります。

このため、 これ らの記録へのア クセスは大変手数がかか ることにな ります。

こういうことか ら、 もし商法 ・税法 も規則緩和 し、マ イクロフィルム(COM)や 光 デ

ィスク(COD)が 取 引を記録す る媒体 と して認め られ るな らば、現 行の書類管理(費

用)の 負担が大幅 に軽減 される もの と思われます。

○磁気記録

・光 ディス クフ ァイルの許容

・光 ディス クでの保 存承認

・磁気記録 による保存 を認 め るべ きであ る
。

・電子記録の保存 の大幅 な規制緩和を要望 します
。
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・ペ ーパー出力 によ る保存のみを認 め る現行の方式を、磁気記録 による保存の方法を も認

める方式に拡大 して欲 しい。

・光 デ ィスクファイルを認 めるべ き。

・ 「書類保管スペ ース、 コス トの削減」 と 「ペーパーハ ン ドリング業務 の削減」 とい う両

面の観点か ら、特 に書類 の光 デ ィス ク化 は極あて有効 な手段 と考えてい る。 しか しなが

ら、現行法規の中で は光デ ィス クで の保存 は許容 されて いない ことか ら実施で きず にい

る。是非、 この点 での規制緩 和を要望 したい。

・制約が緩和 されれば、早急 に電子化対応 したい。

・ペーパ ー レス会計 システムの進展 により手書伝票や帳簿が激減す る中で、証愚類 は別 と

して も、機械作成の帳簿 につ いて も紙での保存を義務づ けるの には違和感があ る。状況

変化に見合 った規制緩和 が必要。

・COMよ り光デ ィスクの規制緩和 に期待 します。

・光 ディス クによる文書保存を早急に認 めて欲 しい。

・電子 フ ァイルデータを確証 と して認め る等 の規制緩和を要望す る。

・光デ ィスク等による保存 を許容 して ほ しい。

・高度情報化社会 において、 フロッピーディス クや磁気 テープでの保存を認 めないのは時

代遅れで ある。

・コ ンピュータ化 した帳簿 はそのままペーパ ー レス して保存 したい。

○磁気記録とその他メディア

・CD-ROM等 にきちん とファイル されていて、いつで も出力可能にな って いて改ざん

の可能性がなければ商法 ・税法等で要求 している帳簿等の紙ベ ースの保管等 を不要 に し

て ほ しい と思 います。

弊社 は現在法人税法施行規則第54条 「取 引に関す る帳簿及び記載事項 」に関する別表20

に定 める取 引に関す る事項の うち注文書、請求書、領収書等 は、(第58条 を適用 し)所

轄 税務署長の承認を受 ければ一部記載等を省略す ることが 出来 るとあ りますので、磁気

テープ等 にいっで も出力可能(様 式等 は事前確認を得 ることで)に して保管す ることも

条件に入れて もらうよ うに検討 を進 めています。

・コンピュータシステムの普及発展 に伴 い、生産管理等、勘定 系の業務以外 は大幅な効率
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化が実現 してい る。

一方で、勘定 系を中心業務 とす るオフィス部門は、原票お よび原本 による保管業務が ネ

ックとな り、抜本 的な合理化は図れない上 に、実務者サ イ ドにもシステム化 に期待す る

意識が乏 しい。

電子 決裁 の許容 と併せて、磁気記録媒体 による保管の許容を早期 に実現す ることが望 ま

しい。

・M/Tに よ る保存

・ゆ くゆ くはCD-ROM化

・会計 システムがかな り普及 しっつあるのだか ら磁気記録 による
、 コス トの低 い保存方法

を可能 とす る方向で条件整備を して もらいたい。

・会計帳簿、入出金伝票、納品伝票等毎月の保存書類 は膨大 な もの とな っています。特 に

消費税導入後 は会計帳簿の明細表が増加 し収容スペースが不足が ちとな ってお り、場所

保存 に苦労 してい る。 このため早 く、磁気或 は光デ ィス ク媒体 による保存 を早 く認めて

欲 しいと思います。

○その他

・業務上 、帳票類が非常 に多 い会社なので、保存の規制緩和 を是非 とも実施 していただ き

たい。

・もっと積極的に緩和 して い くべ きであ る
。

・書類の保管にっいて は、時間、金額等かな り無理を して いる。資源の節約 も兼ね、十分

に検討 され るべ きだ と思 う。

・認 め られ るべ きであ る。

・帳簿、伝票の保存が要望 されていて も、実際には、企業に とっての メ リッ トが少ない。

・経費の節減、 スペースの効率的利用等 メ リッ トが大 き く、ぜひ実地 して ほ しい。時代 に

合 った規制緩和がな され る ことが望 ま しい。

・紙 に変わ る帳簿保存 の規制緩和 は是非推進 して ほ しい
。

・貴財団法人、貴社団法人の御活動 を多 いに期待 いた します。

・保存 コス トを削減す るため、商法 ・税法に係わ る取 引記録 と帳簿保存 の規制緩和を推進

して ほ しい。
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・社内に紙資料が多 いため、い っそ うの規制緩和 を望んでいる。

・1)賛成 します。

2)電 子 ファイル等の検討 も進めた事 もあるが、現在 は全てペーパ ーにて保存 しています。

3)エ ビデ ンス類の保存について も2)同 様です。

・当社 にっいては、現行法にて何 ら支障ないが、将来的に考えれば、業界別 による自主規

制 と し、法的規則 は緩和 したほ うが よい と考 える。

貴協会 よ り商法、税法改正に向け、 当局への積極的な働 きか けを希望 します。

・コ ンピュータ化 によ りアウ トプ ッ トの量が手書 きと比較 して益 々多 くな ってい く現状で、

その保管 スペ ースや管理 コス トの問題 も無視で きない。 ペーパ ー レス化の最大 の障害 は、

商法、税法 であ り、特 に税務調査 のための証愚類 の管理保管のため にかな りの負担が あ

る。

・技術の進歩、時代の変化に伴 い法律の見直 しを図 ることは必要な ことである。本件にっ

いては、 日本の商法 ・税法が、時代の流れか ら見て も、 また、他の先進諸 国に比べて も

遅れた内容 にな っている。デー タの 改ざん等、証拠能力の確保 という点で若干 の問題 は

あろ うけれど も、早急 に法改正をす べ きと考え る。

・当社 と しては、商法 ・税法が明確 されないとマイクロフィルム又 はCOM等 は導入 出来

ない。又、当社 はコ ンピュータが遅れてい る為に、それ ら等に引 き渡す データ互換 が取

れていな いため、出来ない要素 にな ってい る。上記が満 たされた場合 において も、 コス

ト面及 び運用面 で未知の部分 があ り不安 もある。商法 ・税法の緩和 が されれば、 いずれ

は導入す ることになるであ ろう。

・規制緩和すべ き領域の一つであ る。

○条件付規制緩和

・安易 な規制緩和 につ いて は、それ による脱法行為の助長等の可能性 もあ り、他の形での

規制強化 に もっなが り兼ねないので一概 に肯定で きないが、優良な企業の特典 と して帳

簿保存の特例を認め る(も っとも商法、税法上の優良性の客観的判断基準の制定 などの

問題 もあ るが)な どの形での規制緩和 であれば歓迎すべ き もの と思 われ る。

・弊社で現在の ところマイ クロフィル ム等 を使用 していないの は、そ うす るための手 間を

考 えてであ ります。それ と、当初 は紙で残す こと も必要 なので、 「2っ もや っておれな
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い」 とい うこと もあ ります。従 って、

①規制緩和で最初か ら紙 が不要 にな り、

② しか しマイ クロフィルムよ りコス ト面で有利 な光デ ィス ク装置が認 め られ、

③ それ ら装置の実行速度が今 より早 ければ、

切 り替え ることも可能 と思 います。

・規制緩和それ 自体にっいて は
、積極的 に賛成す るものであ りますが 中身 につ いての充分

な吟味、検討をお願 い したいと考え ます。仮 に、規制緩和 とい うことで あ って も、単に

ペ ーパ ー保存の期 間が短縮 され るだ けで、ペーパーに出力す るとい うプロセスが残 るの

であれば、その メ リッ トはほとん どな いと言 えます。や はり当初か らペ ーパ ー出力不用

という形 での実施が望 まれ ます。

さて、ペーパ ーに代わ る保管手段 と してマイクロフィルムを考えた場合、COMも 含 め、

その導入 コス トを勘案す ると、例えペーパ ー保管費用削減 のメ リッ トがあ った と して も、

トータルの メ リッ トはそれ程の ものとは思え ません。

最近で は帳簿 イメージその ものを システム内でDBと して保管す る方 法 もあ ると聞 いて

お り、極論すれば、マイ クロフィルムという媒体 自体が情報処理技術 の進歩 に伴 い、機

能面、 コス ト面共に陳腐化 しているので はないかと考えてお ります。

規制緩和 に当た って、ペ ーパー以外の保管方法が検討 され るのな ら、 日進月歩の最新技

術を視 野に入れた上 で進 め られることを切 に望む ものです。

・特に伝 票類 の数 が多 く
、帳簿保存期間が短縮 されれ ばメ リッ トはある。現在で は二重 の

手数 にな る恐 れが ある。会計 システムがどの ような方向にな るか によ って も変イヒして く

ると思 われ る。

・弊社で は工場 内の倉庫(社 有施設)を 帳簿類の保管庫 と して活用 して いる為
、 コス トが

掛か らない。

・過去多 くの帳簿類をCOM化 していたが、COM化 す るコス トが大 きす ぎる為、現在で

はご く一部の帳簿 のみに限定 して いる。

・帳簿類保 存の規制緩和 につ いて検討 した経緯 はないが、取引記録 と帳簿保存の規制緩和

が実施 され る事 は望 ま しい。
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○ スペース問題

・保存を必要 とす る書類 を一ケ所 に集中保管す るスペースがな く、分散保管を して いるの

が現状で ある。 したが って、書類の紛失を防 ぐための書類保管管理が煩雑で あ り、保管

コス トもばかにな らない。 また、書類を遠隔地 に保管 して いるため、税務調査時 には必

要書類を取 りに行 くこともあ る。本社 に小 さな スペースで も保管可能な もので、代替す

ることがで きれば、非常 にあ りがたい。

・保存 スペ ース確保の問題 は深刻 な局面 を迎 えつっ あ り、1日 も早 く規制緩和が実現す る

ことを期待す る。規制の緩和 を前提 と した場合 の保存方法 と して は、当然COM、 光デ

ィスク等への移行が検討の対象 となる もの と思われ る。

・帳簿のみ な らず証愚類 につ いて も要望す る。

・売上 に関す る、証愚類および売上入金 に関す るVoucher等 保管が必要か。

・遠 隔地(例 えば外地)で 保管 に耐え る組織が あれば法人税納税地に移動保管す る必要が

ないと思 うが。

○消極的意見

・特 に現状で不便を感 じていません。(保 存 スペ ースは、 自社で確保で きる。)

・現状、止む を得 ないかな とい う感 じです。む しろ、マイ クロフィルムやEDIな どにっ

いての利用方法 にっ いて広 く普及 して くれば逆 に規制 も緩和の方向に向か うのではない

で しょうか。

・規制緩和 されて も特 に中小企業であ る会社 に とって はデータの数量 も しれて いるので影

響 はない。

・伝票綴 じ込み作業は、 どち らか とい うと肉体労 働であ り、事務合理化をす ることか ら取

り残 されてお り、単調 な作業のため誰 もや りたが らない。

なるべ く簡単 な保存方法が認め られ れば有難 いが、当社の場合、事業規模が中途半端で

あ り、マイ クロフィルム化す るに もコス トの面で問題である。

・会計伝票等 の取 引記録のマイクロ化にっいて は、保管場所的 なメ リッ トはあ る ものの、

添 付されてい る請求書 ・領収書等の扱 いを考 え ると、 その時点で新たな作業や コス トを

発生させ ることにな り、問題 がある。
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当社の場合、現状 で保存可能 なスペ ースを確保 してお り早急 な対策 は必要あ りません。

法定の保存期 限の短縮化であれば大 いにメ リッ トはあ りますが、保存途 中 における保存

方法の変更では さほど必要性 を感 じな いという状況です。

なお、 当社 は建設業ですので発注者 との請負 契約書 や図面類 につ いて は、会計 データに

比べ保存期間 も無 限であ り、形状 も悪 いためマイクロ化 して保存 してい ます。

○以前に規制緩和を要望 した具体例

・今 まで、積極 的且つ具体 的に要望 した ことはありません。 あ くまで も税法等 を甚斗酌 して

処理 す ることを基本 と して きて いますが、行政機関の規制 が緩和 され る ことは大いに期

待 しています。

'93年3月 に
、チ ェー ンス トア協会の ア ンケー トに対 し以 下のお願 いを しま した。

税務上の保管期限 と商法上の保管期限の くい違 いがあ ります。保管す る立場 と して は、

少 ない年数の ほうが好 ま しい。 またあえて希望すれば税務調査の範囲内での保管 をお願

い したい。
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商法 ・税法以外で改善するべ き課題の具体例

No.1

業種 報告 ・保存義務等の 根 拠 法 令 現 在 の 報 告 改 善 す べ き方 向 改善を必要 とす る理由
名 称 保 存 方 法

建 商業帳簿 書類で保存 2年 経過後、マイク 保存スペース、保存費用
ロフィルムで保存可 を削減 したい

商法上の重要書類 書類で保存 2年 経過後、マイク 保存スペース、保存費用
ロフィルムで保存可 を削減 したい

税法で保存が義務付 書類で保存 2年 経過後、マイク 保存スペース、保存費用

けられた書類 ロフィルムで保存可 を削減したい
設 7、5、3年 、 永 久

繊 賃金台帳 労基法3年
税法7年

建築関係設置
届 、 点 検 表 、

法定検査表

総会議事録、取締役
会議事録、監査役会
議事録

マニ フ ェ ス ト伝 票 (都衛生局
維 ゴミ廃棄)

化 商業帳簿 商法 紙で書庫 3年 間にすべ し 税法が3年 間しか調査 し
ないので3年 で十分

税法で要求する帳簿 税法 帳簿 ・伝票 CD-ROM・ 磁 気 テ ー プ 資源の無駄効率化
・伝 票

雇用保険関係 雇用保険法 帳票 ・届 け出書 CD-ROM・ 磁 気 テ ー プ 保管場所 ・操作性
労災他

保険業における収支 保険業協会 帳簿 CD-ROM 保管場所
学 明細等

薬 臨床試験のケースカ 薬事法 紙 電子ファイル化 ペ ー パ ー レス に よ る スペ

品 一 ド (GCP)
一ス確保 と事務改善

鉄 税務申告書 指定用紙の撤廃 コ ン ピ ュ ー タの ア ウ トプ

ットその ものを転用で き
な い。

指定用紙が小さく手書き
によらざるを得ない為時

鋼 間がかかる
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商法 ・税法以外で改善するべき課題の具体例

No.2

業種 報告 ・保存義務等の 根 拠 法 令 現 在 の 報 告 改 善 す べ き 方 向 改善を必要 とする理由
名 称 保 存 方 法

機 商業帳簿 商法第36条 紙 起票時よりマイクロ 起票時でな く3年 経過後
フィルムまたは光デ で は 、 マ イ ク ロ フ ィル ム

イスクによる保管の 化の工数がかかる。
容認 また、二重保管による経

械
費、保管場所の無駄の防
止

商 雇用保険の被保険者 雇保規143、 オ リジナル保存 当社の場合量的規模(文
に関する書類 (労働保険 書量)が 少ないので、当

の)徴 収規 面オ リジナル保存
70

労働者名簿 労 基 法109、 オ リジナル保存 当社の場合量的規模(文
(従業員カー ド) 労基規56、 書量)が 少 ないので、当

人材派遣法 面オ リジナル保存
37.42

健康保険、厚生年金 健保規8、 オ リジナル保存 当社の場合量的規模(文
に関する書類 厚年規28 書量)が 少ないので、当

面オ リジナル保存

(証取法による)企 会社情報通 株式の発行会社 当社の場合量的規模(文
業情報開示資料 時開示の手 である当社 なり 書量)が 少ないので、当

引き第17条 に勘案 面オ リジナル保存
社 オ リジナル保存

輸 対運輸省輸送実績報 貨物自動車 書類 ディスク化 書類への転記作業をなく
告書 運送事業法 す

第60条 第1
送 項

サそ 月額算定基礎届 法定届出書によ 電子記録による届出 システムか らわざわざ紙
|の

ビ他

ス

る に出力するのは時間と資
源の無駄
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